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第１部 総 論
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第１章 計画の基本的事項

１-１ 計画策定の背景

廃棄物処理の目的は、公衆衛生の向上から、公害問題の解決・生活環境の保全、そして循環

型社会の構築へと変遷してきました。その目標達成のために、法制度を始めとした各種取組を進

めてきたことにより、かつての高度成長期の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムか

ら循環型社会への転換を図ってきました。その結果、全国的には１人１日当たりの一般廃棄物の

排出量は、平成１２（２０００）年度以降は減少に転じています。

長久手市（以下、「本市」という。）では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５（1970）

年法律第１３７号）（以下、「廃棄物処理法」という。）第６条第１項に基づき策定した、「長久手市一

般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画（平成２６（2014）年３月）」（以下、「前計画」という。）に

より、「みんなでつくろう循環型のまち～市民、事業者が主体となって進めるごみ減量化～」に重

点を置き、ごみの減量と資源化を進める取組について、市民、事業者が主体となり、行政と連携

してそれぞれの担うべき役割と責任を果たすように努めてきました。

平成３０（2018）年度には、「一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画【中間見直し】（令和

元（２０１９）年度～令和５（２０２３）年度）」（以下、「前計画（中間見直し）」という。）として、社会情

勢の変化、国や県の方針の変更、取組の実施状況を踏まえ、中間見直しを行っています。

その後、令和元（2019）年10月に、「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下、「食品ロス

削減推進法」という。）、令和４(2022)年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律」（以下、「プラスチック資源循環法」という。）が施行されました。また、令和２（2020）年には、

政府は令和32（２０５０）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュー

トラルを目指すことを宣言しました。本市においても、令和４（2022）年１月にゼロカーボンシティ

宣言を行い、令和32（２０５０）年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指すこととなりました。さ

らにサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行、海洋プラスチック問題等、世界的に環境問題

に対する意識が急激に高まっており、「持続可能な開発目標」（以下、「SDGｓ」という。）の目標に

位置づけられるような法律や取組が進められ、ごみの減量は量だけでなく、その質も求められる

ようになっています。

また、令和元（2019）年度以降は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、社会の状況や

市民生活が大きく変化しています。

これらの社会情勢や、これまでの本市が取り組んできた施策や、国・愛知県の動向を踏まえて、

市民・各種団体・事業者と協力しさらなるごみの減量・資源化と、市民の利便性向上を図ることを

目的とし、令和６（2024）年度から令和１５（2033）年度までの１０年間を計画期間とする、「長久

手市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。
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１-２ 計画の位置づけ

本計画は、第６次長久手市総合計画及び第４次長久手市環境基本計画を上位計画とし、市環

境基本計画の分野別の計画として、本市の一般廃棄物の処理に係る基本的な考え方・方向性に

ついて定めるとともに、本市における諸施策と調整を図るものとします。

また、国の法律・計画、愛知県の「愛知県廃棄物処理計画（愛知県食品ロス削減推進計画）」

（令和４(2022)年２月策定）を踏まえ、尾張東部衛生組合1※及び本市とともに組合構成市であ

る瀬戸市、尾張旭市の一般廃棄物処理基本計画と調整を図ります。

図 １ 計画の位置づけ

１-３ 計画の構成

市町村は、廃棄物処理法第６条第１項の規定に基

づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生

の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行う

ため、「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に

関する計画（「一般廃棄物処理計画」）を定めなけれ

ばならない」とされています。

本計画は、これに基づき本市の廃棄物処理の方向

性を定めるものであり図 2に示す構成となっていま

す。

第１部は「総論」として計画の位置づけや計画期間

等の基本的事項及び本市概況等を記載しています。

一般廃棄物（ごみ・生活排水）

処理基本計画（市）

環境基本計画（国、県）

循環型社会推進基本計画（国）

愛知県廃棄物処理計画

（愛知県食品ロス削減推進計画）

総合計画（市）

環境基本計画（市）

環
境
の
視
点

まちづくりの視点

1 本市、瀬戸市、尾張旭市の３市が、廃棄物処理施設の建設及び維持管理を共同で行うために組織した一部事務

組合。中間処理施設である晴丘センターと最終処分場を管理運営しています。

一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画

第１部 総論

第２部 ごみ処理基本計画

第３部 食品ロス削減推進計画

第４部 生活排水処理基本計画

図 2 本計画の構成
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第2部は「ごみ処理基本計画」としてごみ排出量を始めとするごみ処理の現状、基本方針、目

標値及びごみ処理についての取組を記載しています。

第3部は「食品ロス削減推進法」に定める食品ロス削減推進計画です。食品ロス削減推進は

ごみ処理基本計画の基本施策のうちの一つで、内容が密接に関連することから、一般廃棄物処

理基本計画の一部として第３部に策定しています。

第４部は「生活排水処理基本計画」として、生活排水処理の方向性を定めています。

１-４ 計画の期間

本計画は、第６次長久手市総合計画（令和元（2019）～令和１０（2028）年度）及び第４次長

久手市環境基本計画（令和３（2021）～令和１２（2030）年度）と計画期間を合わせ、令和６

（2024）年度から令和１５（2033）年度までの１０年間を計画の期間とします。

なお、計画期間の中間年度である概ね５年目（令和１０（2028）年度）に計画の見直しを行うこ

ととしますが、社会経済情勢の変動があった場合や、国や愛知県における一般廃棄物処理の方

針の変更等、計画の前提となる諸条件に大きな変更が生じた場合にはその都度見直しを行いま

す。

図 ３ 計画の期間

令和５年度

計画策定 初年度

令和６年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１５年度

中間見直し
中間見直し後

の初年度
目標年度

前期 後期
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１-５ 計画の対象

本市のごみは図 ４に示すとおり、中間処理から最終処分を尾張東部衛生組合で行っており、

図 ４の斜線で示した尾張東部衛生組合の担当範囲を除いた部分について、本市がごみ処理の

主体となります。本計画では、図 ５に示す廃棄物について、ごみ処理における本市の所掌範囲

を策定範囲とします。

また、廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されますが、本計画では、本市が統括的な

処理責任を有する一般廃棄物を本計画の範囲とします。

図 ４ 長久手市におけるごみ処理の担当範囲

図 ５ 計画で扱うごみの範囲

ごみ焼却施設

中間処理
最終処分

長久手市の一般廃棄物所掌範囲

鉄・アルミ、小型家電

尾張東部衛生組合の担当範囲

粗大ごみ処理施設

一般廃棄物
最終処分場

（北丘最終処分場）
可燃性破砕残渣

焼却残渣

民間資源化業者

一般廃棄物処理基本計画策定範囲

不燃性破砕残渣・破砕不適物

ＡＳＥＣ※

※公益財団法人愛知臨海環境整備センター

中間処理

資源化

収集運搬

直接搬入

収集運搬

直接搬入

収集運搬

直接搬入

収集運搬

直接搬入
資源

もえるごみ

粗大ごみ

もえないごみ

運搬

し尿

生活雑排水

し尿・生活排水

公共用水域
処理水

単独処理浄化槽、くみ取り

汚泥
焼却

堆肥化

し尿・生活雑排水
公共下水道、農村集落家庭
排水施設、合併処理浄化槽 長久手浄化センター

長久手南部浄化センター
熊張苑・前熊苑

日進市南部浄化センター
汚泥

紙
類
の
抜
き
取
り

資源化

灰中金属・落じん灰

セメント原料
（日進市南部浄化センターのみ）

廃
棄
物

一般廃棄物

産業廃棄物 生活排水

ごみ 家庭系一般廃棄物

事業系一般廃棄物

市に処理責任

排出者に処理責任

本計画の範囲

一般家庭から生じた廃棄物

事業活動に伴って生じた廃

棄物のうち産業廃棄物以

外の廃棄物
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第２章 長久手市の概況

２-１ 自然環境

(１)位置・地勢

本市は愛知県北西部、名古屋市の東側に位置しています。名古屋市の中心部までは

直線距離にして約１５ｋｍと、名古屋市のベッドタウンとして発展してきました。

平成１７（2005）年には愛・地球博（２００５年日本国際博覧会）の長久手会場が本市に

設置され、会場跡地は愛・地球博記念公園(モリコロパーク)として整備されました。令和４

（2022）年１１月には公園敷地内にジブリパークが開園し、県外からも多くの来場者が訪

れています。

本市は濃尾平野東側の尾張丘陵の端にあり、市内には庄内川水系の香流川が流れて
か な れ が わ

います。市内西部は都市化が進む一方で、市内東部には田園や丘陵地の森等の自然が

広がっています。市内最大の湿地「二ノ池湿地群」は、平成３０（2018）年度に本市におい

て「生態系保護エリア～ながくてふるさといきものの里」（多様な生態系や貴重な生物種

が分布する次世代に残していくべきエリア）として設定され、令和２（2020）年３月には次

世代に引き継ぐ本市の財産として守り育むことを目的とした「二ノ池湿地群保全管理計

画」が策定されました。

図 6 長久手市位置図

(２)気象

本市は太平洋岸気候区に属しており、夏場は高温・多雨で、冬場は降雨が少なく乾燥

する特徴があります。年間降水量（平年値※）は1,578.98mm、平均気温（平年値）は

16.2℃です。

※ 平年値とは、1991年から2020年の30年間の平均値を指し、その地点の気候を表す値として用いられます。
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２-２ 社会的環境

(１)人口

本市の人口は、令和５（2023）年３月３１日現在で、６０,770人で、世帯数は２５,416

世帯です。

本市の人口は昭和４０（1965）年代から増加基調で推移しており、特に名古屋市の市

街地と接している市西部で土地区画整理事業が進められた結果、昭和５５（1980）年以

降に人口が急増しました。現在も人口は増加傾向にあり、平成２９（2017）年３月の長久

手市将来人口推計報告書では、令和１７（２０３５）年頃に人口のピークを迎え、以降は減

少傾向に転じると推計されています。

年齢別人口は令和5（2023）年３月３１日現在で、男女合計では４５歳～４９歳が最も

多く、令和２（2020）年の国勢調査における市町村別の平均年齢は４０.５歳で、全国で２

番目に若い市町村となっています。また、総人口に占める65歳以上の人口割合（高齢化

率）は令和５（2023）年３月３１日現在17.1％で、全国平均29.0％（令和４（2022）年10

月1日現在）から約12ポイント低いものの、高齢社会（高齢化率が14％を超えた社会）と

なっています。

※各年度3月31日時点

図 7 長久手市の人口の推移

※各年度3月31日時点

図 ８ 長久手市の世帯数と1世帯当たりの人数の推移
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図 9 長久手市の年齢別人口（令和5（2023）年3月3１日現在）
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資料：情報課
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(２)産業

本市の産業別事業所数は、令和３（2021）年調査時点は1,887事業所あり、うち第三

次産業が１,626事業所と最も多く全体の86.2%を占めています。

従業者数は令和３（2021）年現在27,217人で、うち第三次産業が２4,794人と全体

の91%を占めています。

図 １０ 長久手市の産業別事業所数

図 11 長久手市の産業別従業者数の推移
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H21

H24

H26

H28

R3

第一次産業 第二次産業 第三次産業

（事業所）

出典：総務省・経済産業省 経済センサス‐活動調査結果
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出典：総務省・経済産業省 経済センサス‐活動調査結果
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(３)土地利用面積

本市の土地利用状況を図 １２に示します。

行政面積2,155ｈａのうち、宅地が約30%、森林が約20%となっています。

図 １２ 長久手市の土地利用状況
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(28.0%)
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出典：ながくての統計

年
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第２部 ごみ処理基本計画
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第１章 ごみ処理の現状

１-１ ごみの収集・処理体制

(１)ごみ・資源収集の体系（分別の区分）

本市は、廃棄物処理法に基づき、市全域の廃棄物処理を行っています。一般廃棄物の

うち、一般家庭から排出されるごみは市直営及び委託事業者が収集し、事業所から排出

される事業系一般廃棄物については、事業者自ら運搬するか事業者の委託による許可

業者が収集運搬を行っています。

ア．収集

本市は、

①もえるごみ

②もえないごみ

③資源（びん、かん、ペットボトル、古紙、古着・古布、プラスチック製容器包装、

スプレー缶、充電５品目）

④粗大ごみ

の４種類に分別しています。

指定袋は、もえるごみ、もえないごみ、プラスチック製容器包装の３種類で、このうち

もえるごみとプラスチック製容器包装はルート収集方式で収集しています。粗大ごみは

各戸回収方式で、その他はステーション方式で収集しています。
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表 1 ごみの収集方法・回数等

（令和5（2023）年4月1日現在）

※1 ルート … ごみ収集車の通る道にごみを出してもらい、収集する方法

※2 ステーション … 決められたごみ・資源置場にごみ・資源を出してもらい、収集する方法

※3 各戸回収 … 事前予約の上、収集する方法
出典：令和５（2023）年度長久手市環境事業概要

分別 収集方法 収集回数 指定袋等 搬入先

もえるごみ

生ごみ、皮革

類、ビニール・

ゴム類等

ルート※1 週2回

L 15円/枚

S 10円/枚

SS 8円/枚

晴丘センター

もえないごみ
金属類、ガラ

ス、陶器等
ステーション※2 月1回

L 20円/枚

S 15円/枚
晴丘センター

粗大ごみ
家具類、自転

車等
各戸回収※3 予約制 1点 800円 晴丘センター

資

源

びん
飲食物・化粧

品用
ステーション 月2回 ―

民間委託

事業者

かん 飲食物用 ステーション 月2回 ―
民間委託

事業者

ペットボトル
材質表示マー

クがあるもの
ステーション

月1回

（夏期の

み2回）

―
民間委託

事業者

古紙

新聞・チラシ、

段ボール、雑

誌・雑がみ

ステーション 月1回 ―
民間委託

事業者

古着・古布
汚れ、水気が

ないもの
ステーション 月1回 ―

民間委託

事業者

プラスチック製容器包装

プラスチック製

の容器・包装

類、材質表示マ

ークがあるもの

ルート 隔週1回 15円/枚
民間委託

事業者

スプレー缶

カセットボン

ベ、塗料スプレ

ー缶、ヘアスプ

レー缶等

ステーション 月1回 ―
民間委託

事業者

充電５品目

充電式電池、モ

バイルバッテリ

ー、加熱式タバ

コ・電子タバコ、

充電式シェーバ

ー、スマートフ

ォン・タブレット

ステーション 月1回 ―

民間委託

事業者・

晴丘センター
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イ．処分

収集したもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみは全て尾張東部衛生組合晴丘センタ

ーで焼却・破砕処理されています。焼却灰は尾張東部衛生組合一般廃棄物最終処分

場（北丘最終処分場）にて埋め立てを行い、同施設の延命化のため、一部を公益財団

法人愛知臨海環境整備センター（ASEC）に処分を委託しています。破砕くずは民間

業者に処分を委託しています。

動物の死体は道路上に限って、民間事業者に収集と運搬、処理を委託しています。

廃乾電池・二次電池は市内の公共施設、金融機関２９ヶ所に回収箱を設置して回収

を行い、回収後、晴丘センターに搬入し、尾張東部衛生組合が民間事業者に処理を委

託しています。

(２)ごみ・資源処理の流れ

収集されたごみ・資源は表 2の流れで処理されています。

ペットボトルについては、図 13に示すように令和５（2023）年４月より、本市、瀬戸市

及び尾張旭市から回収されたペットボトルはすべてペットボトルへと水平リサイクル※され

る取組が始まりました。

図 13 ペットボトルの水平リサイクル

市民
【分別排出】

豊田通商株式会社
【リサイクルペットボトル用原料製造】

（TRS:滋賀県日野町）

サントリーグループ
【リサイクルペットボトルの使用・販売】

瀬戸市、尾張旭市、長久手市
【選別・圧縮】

※民間中間処理施設を含む

自治体、リサイクラー、メーカー
３者による協定

繊維・シートの焼却なし

焼却

再生ペットボトルへ

分別

売却

※ 使用済み製品を原料として用いて、同じ種類の製品につくりかえるリサイクルのこと。
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表 2 ごみ・資源の流れ

もえるごみ
晴丘センター

焼却施設

ASEC焼却灰

埋立

晴丘センター

粗大ごみ処理施設（破砕）
もえないごみ 一般廃棄物最終処分場

(北丘最終処分場 )

埋立

不燃性破砕残渣

破砕不適物

粗大ごみ

かん 選別 加工処理 製鉄所

電気炉で熔解されて鉄に再

鉄

アルミ

プレス・切断・破砕

再生地金 アルミ缶はアルミ缶へ

その他

びん
カレット化

選別・異物除去・色分け 瓶無色 茶色 緑色

瓶、タイル

一升瓶 ビール瓶 洋酒瓶 酒造メーカー

プラスチック製

容器包装
選別・異物除去・圧縮梱包 再商品化施設選別・破砕・分離・乾燥・造粒

パレット（物流製品）等ペレット化

ペットボトル 選別・異物除去・圧縮梱包 ペレット化

古紙 選別・異物除去

スプレー缶 選別・異物除去、穴開け

製紙原料 製紙工場

古着・古布 選別・異物除去 工業用ウエス

廃乾電池 異物除去 炭素棒 燃料利用

鉄くず

亜鉛・マンガン 製錬工場

製鉄所

焙焼工程 解砕・磁選

処理残渣 再生原料・材料化
最終処分先

再生処理先・再生品
持ち込み・保管場所・処理方法種類

金属回収

灰中金属回収・落じん灰可燃性破砕残渣紙類抜取り

生き瓶

ペットボトル

（水平リサイクル）

リサイクル業者
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出典：令和５（2023）年度長久手市環境事業概要

小型家電

羽毛ふとん

廃油

羽毛製品メーカー

飼料用、工業用油脂

インクカートリッジ メーカー別に選別

処理残渣 再生原料・材料化持ち込み・保管場所・処理方法種類
最終処分先

再生処理先・再生品

鉄・アルミ

金・銀・銅
選別・異物除去・破砕

解体・洗浄

加熱分解

リユース（カートリッジ容器 ）

ペレット化

油脂製品メーカー

羽毛

サーマルリサイクル

カートリッジ容器
状態の悪いものは破砕

金属製調理器具 鉄くず選別・異物除去・破砕 製鉄所

水銀体温計・血圧計 解体・選別 蛍光灯工場等、水銀試金属水銀、液体水銀

鉄、アルミ

加熱、凝縮

金属原料として金属製品へ

小型充電式電池 選別・解体・分離・熱処理 粗カドミニウム

ニッケル電池

リチウムイオン電池

ニカド電池

ステンレス製品

鋼製品

金属原料として金属製品へ
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(３)処理施設の概要

ア．中間処理施設の概要

本市で収集されたもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみは、晴丘センターにおいて焼

却・破砕処理を行っています。施設の概要を表 3に示します。

表 3 晴丘センターの概要

施設 内容

晴丘センター（全体）

所 在 地：尾張旭市晴丘町東３３番地の1

敷地面積：18,976ｍ2

建築面積： 6,444ｍ2

延床面積：15,959ｍ2

焼却施設

建築面積：2,105ｍ2

延床面積：8,907ｍ2

着 工 ：平成元（1989）年６月７日

竣 工 ：平成４（1992）年３月３１日

焼却能力：全連続燃焼式機械炉 300t/24h（150t/24h×2炉）

塵芥条件：低位発熱量 4,610～10,900kJ/kg

見掛比重 0.15～0.32ｔ/ｍ3

発電能力：蒸気タービン発電機 定格出力 1,520kW

粗大ごみ処理施設

建築面積： 1,624ｍ2

延床面積： 2,990ｍ2

着 工 ：平成元（1989）年６月７日

竣 工 ：平成２（199０）年３月３１日

破砕能力：横型回転式破砕機 50ｔ/5ｈ

剪断式破砕機 5ｔ/5ｈ

破砕寸法 150mm 以下

鉄分純度 90％以上

アルミ分純度 85％以上
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イ．最終処分場の概要

晴丘センターで処理された不燃性破砕残渣、破砕不適物及び焼却灰のうち一部は、

一般廃棄物最終処分場（北丘最終処分場）で埋め立てています。施設の概要を表 4に

示します。

表 4 一般廃棄物最終処分場（北丘最終処分場）の概要

施設 内容

一般廃棄物最終処分場

（全体）

所 在 地：瀬戸市北丘町296番地

全体面積：50,600ｍ2

埋立地

埋立面積：21,000ｍ2

埋立容積：200,000ｍ3

埋立開始：平成１４（2002）年４月

埋立対象物：焼却残渣、不燃性破砕残渣

埋立方式：準好気性サンドイッチ方式

浸出水処理施設

建築面積：717ｍ2

延床面積：1,021ｍ2

着 工：平成１１（1999）年９月１日

竣 工：平成１４（2002）年２月２８日

処理能力：90ｍ3/日

処理方式：

カルシウム除去（凝集沈殿）＋生物学的脱窒（接触ばっ気）

＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着＋消毒

調整槽容量：6,500ｍ3
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１-２ ごみの排出量

(１)ごみ総排出量（総排出量＝家庭系ごみ（資源を含む）＋事業系ごみ）

令和４（2022）年度のごみ総排出量は１７,８４3tで、このうちもえるごみが１４,595t

（81.8%）で全体の約80%を占めています。

もえないごみは373t（2.1%）、粗大ごみは260t（１．５％）です。

資源は2,615t(14.7%)で全体の約15%を占めています。

図 14 ごみ総排出量の構成内訳

ごみ総排出量の経年変化を図 15に示します。

平成３０（2018）年度まではごみ総排出量は１８,00０トン前後で推移していましたが、

令和元（2019）年度にもえるごみが約1,000トン増加しています。もえるごみの増加につ

いては、令和元（2019）年１０月に消費税が１０％に増税されたことで、増税直前の７月～

９月に約１０％～１５％もえるごみが増加しており、買い替え需要によるごみの増加が原因

と推測されます。

その後は増税による買い替え需要は落ち着きましたが、直後の令和２（2020）年度に

は新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛等で在宅時間が増加し、ごみ総排出量

は減少傾向にあるものの令和２（2020）、３（2021）年度は１８,00０トンを超えて推移し

ていました。

令和４（2022）年度は、ごみ総排出量は増加傾向に転じる前の平成２９（2017）年度と

同程度まで減少しています。

もえるごみ

81.8%

もえない

ごみ

2.1%

粗大ごみ

1.5% 資源

14.7%

ごみ総排出量

（令和４年度）

17,843ｔ

単位 もえるごみ もえないごみ 粗大ごみ 資源 ごみ総排出量

令和４年度 t 14,595 373 260 2,615 17,843

構成内訳 % 81.8% 2.1% 1.5% 14.7% 100%
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※集団回収量、自主回収店量を含まない。

図 15 ごみ総排出量の経年変化
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年度 もえるごみ もえないごみ 粗大ごみ 資源※ ごみ総排出量

平成25年度 14,323 396 216 2,969 17,904
平成26年度 14,463 348 207 2,882 17,900
平成27年度 14,110 355 204 2,894 17,563
平成28年度 13,940 374 215 2,768 17,297
平成29年度 14,557 397 243 2,738 17,935
平成30年度 14,765 443 260 2,663 18,131
令和元年度 15,761 492 277 2,584 19,114
令和２年度 15,190 541 286 2,559 18,576
令和３年度 14,814 460 287 2,653 18,214
令和４年度 14,595 373 260 2,615 17,843
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(２)家庭系ごみ排出量

前計画策定後の平成２５（2013）年度から平成２８（2016）年度までは家庭系ごみ排

出量は減少傾向にありましたが、平成２９（2017）年度にはやや増加しています。

ごみ総排出量の増加と同様に令和元（2019）年度は消費税増税前の買い替え需要に

よって家庭系ごみは増加し、その後、令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症感

染拡大による在宅時間の増加で家庭系ごみが増加しています。令和４（2022）年度は新

型コロナウイルス感染症感染拡大以前の平成３０（2018）年度程度まで減少しています。

図 16 家庭系ごみ排出量の推移
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単位：t
年度 もえるごみ もえないごみ 粗大ごみ 家庭系ごみ排出量合計

平成25年度 10,118 396 216 10,730
平成26年度 10,027 348 207 10,582
平成27年度 9,758 355 204 10,317
平成28年度 9,608 374 215 10,197
平成29年度 9,782 397 243 10,422
平成30年度 9,958 443 260 10,661
令和元年度 10,630 492 277 11,399
令和２年度 10,678 541 286 11,505
令和３年度 10,319 460 287 11,066
令和４年度 10,099 373 260 10,732
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(３)事業系ごみ※排出量

事業系ごみ排出量は前計画策定後の平成２５（2013）年度から平成２８（2016）年度

までは約4,300トン前後で推移していましたが、平成２９（2017）年度から令和元（2019）

年度にかけて増加しています。

令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大による経済活動の停滞や在

宅勤務等により減少し、令和２（2020）～令和4（2022）年度は約４,５００トンと増加以前

の排出量と同程度まで戻っています。

図 17 事業系ごみ排出量の推移
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単位：t
年度 事業系ごみ

平成25年度 4,205
平成26年度 4,436
平成27年度 4,352
平成28年度 4,332
平成29年度 4,775
平成30年度 4,807
令和元年度 5,131
令和２年度 4,512
令和３年度 4,495
令和４年度 4,496

※ 一般廃棄物収集運搬許可業者が晴丘センターに搬入する、区域内の事業者が排出する事業系一般廃棄物。な

お、許可業者が晴丘センターに搬入するもえないごみ、粗大ごみは、一般家庭のごみが大半を占めるため事業系ご

みには計上しない。



23

(４)資源収集

資源の回収量（市の収集・エコハウス回収分）は平成２５（2013）年度から平成２９

（2017）年度は減少傾向にあり、平成30（2018）年度から令和4（2022）年度までは

2,600t程度で推移しています。

近年は全国的に家庭系ごみ排出量とともに資源回収量が減少しているため、資源化率

は概ね横ばい傾向にあります。本市の資源化率においても令和元（2019）年度以降は

20％程度で推移し、令和４（2022）年度には資源化率は20.9%となっています。

※資源団体回収量、自主回収店量を含まない。

図 18 資源回収量の推移

2
,9

6
9

2
,8

8
2

2
,8

9
4

2
,7

6
8

2
,7

3
8

2
,6

6
3

2
,5

8
4

2
,5

5
9

2
,6

5
3

2
,6

1
5

176
157 143 180 201 230

244 288 217
172

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

回
収
量(

t)

資源回収量 資源（収集・エコハウス回収） 晴丘センター資源化量 系列5

年度

23.0% 22.6% 23.0% 22.7% 22.3% 21.7%
20.2% 20.2% 20.9% 20.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

資
源
化
率(

%
）

年度

資源化率

資源（収集・エコ
ハウス回収）

晴丘センター
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平成25年度 2,969 176 3,145 13,699 23.0%
平成26年度 2,882 157 3,039 13,464 22.6%
平成27年度 2,894 143 3,037 13,211 23.0%
平成28年度 2,768 180 2,948 12,965 22.7%
平成29年度 2,738 201 2,939 13,160 22.3%
平成30年度 2,663 230 2,893 13,324 21.7%
令和元年度 2,584 244 2,828 13,983 20.2%
令和２年度 2,559 288 2,847 14,064 20.2%
令和３年度 2,653 217 2,870 13,719 20.9%
令和４年度 2,615 172 2,787 13,347 20.9%

年度
資源回収量 家庭系ごみ・

資源（収集・エコハ
ウス回収）排出量

（B）

資源合計
（A）

資源化率
（A）/（B）
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１-３ ごみの組成

(１)ごみ組成調査の概要

本市におけるごみ排出の特性を把握することを目的として、ごみの組成調査を実施しまし

た。調査にあたっては本市を構成する主な生活形態として、表 ５に示す４地区の住宅を選

定し、代表的な地域においてもえるごみ、もえないごみのごみ袋をピックアップする方法で

実施しました。

表 ５ ごみ組成調査の概要

調査作業員 ：環境課職員３～５名、補助員３名（計画策定業務委託事業者 （株）東和テクノロジー）

作業実施場所 ：長久手市清掃車庫

ごみ種別 地 区 生活形態 調査実施日

もえるごみ ①地区 一般マンション 令和４年１２月２２日

②地区 長久手西部の住宅 令和４年１２月２２日

③地区 学生マンション 令和４年１２月２０日

④地区 長久手東部の住宅 令和４年１２月２０日

もえないごみ ①地区 一般マンション 令和４年１２月２０日

②地区 長久手西部の住宅 令和４年１２月２３日

③地区 学生マンション 令和４年１２月２２日

④地区 長久手東部の住宅 令和４年１２月２２日
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(２)令和４年度もえるごみの調査結果

ア．４地区合計

図 １９は家庭から排出されたもえるごみを、ごみの種類に分けて整理し、構成割合

（重量比）を示したものです。

４地区全体では、最も多いのは生ごみで36.3％、次いで紙類・布類が23.6%を占

めていました。

これらを「可燃物」「資源」「食品ロス」「その他」の４つに再分類すると、図 ２０に示す

ように、全体の５３.0％が可燃物、３２．７％が資源、１４．３％が食品ロスでした。

図 １９ もえるごみの組成（４地区合計）

図 ２０ もえるごみ中の資源と食品ロスの割合
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イ．一般マンション

①地区（一般マンション）は４地区合計に構成比率が近く、生ごみが最も多く35.2％、

次いで紙類・布類が24.8％でした。４地区合計と比較するとプラスチック製容器包装

の割合が多くなっています。食品ロスの割合は、４地区合計と比較して少ない比率とな

っています。

図 ２１ もえるごみの組成（一般マンション）

ウ．長久手西部の住宅

②地区（長久手西部の住宅）は４地区合計に構成比率が最も近いといえます。生ご

みが最も多く35.1％、次いで紙類・布類が25.3％でした。食品ロスの割合は、４地区

合計と比較して少ない比率となっています。

図 ２２ もえるごみの組成（長久手西部の住宅）
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エ．学生マンション

③地区（学生マンション）は紙類・布類が最も多く34.0％、次いで生ごみが29.3％

でした。他地区と比較して紙類及びプラスチック製容器包装が多く、生ごみが少ないの

が特徴です。また、もえるごみ中の資源は51.1％と他地区と比較して多い傾向があり

ます。

図 ２３ もえるごみの組成（学生マンション）

オ．長久手東部の住宅

④地区（長久手東部の住宅）は生ごみが最も多く42.5％、次いでその他もえるごみ

が20.7％でした。他地区と比較して生ごみ及びプラスチック類が多いのが特徴です。

また、他地区と比較して食品ロスが25.8%と多くなっています。

図 ２４ もえるごみの組成（長久手東部の住宅）
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表 ６ ごみ組成調査結果（もえるごみ）

※四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

：可燃物 ：食品ロス ：もえるごみ中の資源

①地区（一
般マンショ

ン）

②地区（長
久手西部の

住宅）

③地区（学
生マンショ

ン）

④地区（長
久手東部の

住宅）

重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 割合(%) 重量(kg) 割合(%)

1 調理くず 15.21 15.76 6.00 11.87 48.84 20.2%

2 食べ残し 2.15 3.36 4.06 6.23 15.80 6.5%

3 その他 2.28 1.45 0.51 0.42 4.66 1.9%

4
直接廃棄（賞味期限が切

れていないもの）
0.13 0.00 0.00 2.39 2.52 1.0%

5
直接廃棄（賞味期限切

れ・賞味期限判別不能）
2.62 1.22 2.05 10.30 16.19 6.7%

6 新聞 1.82 0.23 0.37 1.16 3.58 1.5%

7 段ボール 0.53 0.57 6.70 0.18 7.98 3.3%

8 飲料用紙パック 0.42 0.66 0.44 0.38 1.90 0.8%

9 雑誌 1.01 0.46 0.44 1.43 3.34 1.4%

10 雑紙 6.74 5.56 4.57 5.02 21.89 9.0%

11 紙おむつ 3.17 1.91 0.00 0.18 5.26 2.2%

12
リサイクル不可能な
紙類

1.05 1.49 0.62 0.63 3.79 1.6%

13 布類 1.03 4.81 1.50 2.17 9.51 3.9%

14
ビニール、プラスチッ
ク製ボトル等

7.77 6.13 5.32 4.25 23.47 9.7%

15 レジ袋 0.55 0.17 0.92 0.50 2.14 0.9%

16 白色トレイ 0.07 0.06 0.12 0.06 0.31 0.1%

17 着色トレイ 0.20 0.09 0.07 0.03 0.39 0.2%

18 ペットボトル 0.31 0.30 1.24 0.67 2.52 1.0%

19
プラスチック製品①
（国による特定プラスチッ

ク製品（１２品目））

0.04 0.24 0.07 0.10 0.45 0.2%

20
プラスチック製品②
（①以外）

0.72 3.49 1.18 9.64 15.03 6.2%

21 ゴム・皮革類 0.00 0.35 0.00 0.91 1.26 0.5%

22 木・草類 0.99 0.83 0.19 1.41 3.42 1.4%

23 その他もえるごみ 13.05 12.22 5.88 12.83 43.98 18.2%

24 空き瓶 0.13 0.10 0.00 0.00 0.23 0.1%

25 スチール缶 0.11 0.02 0.01 0.00 0.14 0.1%

26 アルミ缶 0.00 0.00 0.21 0.07 0.28 0.1%

27 スプレー缶 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.1%

もえないごみ 28
金属、ガラス、陶器、
小型家電等

0.95 0.08 0.06 0.29 1.38 0.6% 1.38 0.6%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.0% 0.01 0.0%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 0.45 0.54 0.46 0.24 1.69 0.7% 1.69 0.7%

63.66 62.10 43.00 73.36 242.12 100.1% 242.12 100%

可燃物 36.96 38.28 14.91 38.23 128.38 53.0%

もえるごみ中の資源 21.80 19.24 21.97 16.21 79.22 32.7%

食品ロス 4.90 4.58 6.11 18.92 34.51 14.3%

その他 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.0%

23.6%紙類・布類

その他もえるごみ 48.66 20.1%

28.83 11.9%

15.48 6.4%

プラスチック製容器包装

プラスチック類

再分類

合計

88.01

大分類 No. 小分類

生ごみ

びん・かん類

合計

大分類合計

0.81

36.3%

0.3%

57.25
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(３)もえないごみの調査結果

図 ２５は家庭から排出されるもえないごみを、ごみの種類に分けて整理し、構成割

合（重量比）を示したものです。

４地区全体では、もえるごみが最も多く25.3％、次いで小型家電が22.8％でした。

そのほかは、金属が19.2％、陶器が18.9%、ガラスが7.0%、資源が4.7%でした。

図 ２５ もえないごみの組成（４地区合計）
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ア．一般マンション

①地区（一般マンション）は小型家電が最も多く37.0％、次いでもえるごみが

29.9％でした。

図 ２６ もえないごみの組成（一般マンション）

イ．長久手西部の住宅

②地区（長久手西部の住宅）は小型家電が最も多く29.6％、次いでもえるごみが

28.7％でした。

図 ２７ もえないごみの組成（長久手西部の住宅）
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ウ．学生マンション

③地区（学生マンション）は陶器が最も多く30.1％、次いでもえるごみが20.8％で

した。

図 ２８ もえないごみの組成（学生マンション）

エ．長久手東部の住宅

④地区（長久手東部の住宅）は陶器が最も多く29.6％、次いでもえるごみが

21.9％でした。他地区と比較して資源が多いのが特徴です。

図 ２９ もえないごみの組成（長久手東部の住宅）
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表 ７ ごみ組成調査結果（もえないごみ）

※四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

①地区（一
般マンショ

ン）

②地区（長
久手西部の

住宅）

③地区（学
生マンショ

ン）

④地区（長
久手東部の

住宅）
重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 割合(%)

金属 1 金属 23.52 12.62 18.20 17.03 71.37 19.2%

ガラス 2 ガラス 4.97 4.96 9.80 6.11 25.84 7.0%

陶器 3 陶器 4.80 8.91 31.60 24.82 70.13 18.9%

蛍光灯 4 蛍光灯 0.79 0.74 2.04 0.67 4.24 1.1%

小型家電 5 小型家電 41.02 21.29 15.48 6.80 84.59 22.8%

有害物 6 有害物 0.00 0.00 0.05 1.32 1.37 0.4%

7 生ごみ 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.1%

8 プラスチック製品①
（国による特定プラスチック製品（１２品目））

0.09 0.13 0.00 0.00 0.22 0.1%

9 プラスチック製品②（①以外） 24.96 10.75 8.47 13.34 57.52 15.5%

10 その他もえるごみ 8.03 9.76 13.43 4.73 35.95 9.7%

11 紙類 0.84 0.28 0.63 0.71 2.46 0.7%

12 ペットボトル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

13 プラスチック製容器包装 0.12 0.16 0.04 0.24 0.56 0.2%

14 布類 0.43 0.00 2.44 0.22 3.09 0.8%

15 空き瓶 0.00 1.03 0.89 3.65 5.57 1.5%

16 空き缶 0.00 0.14 0.87 2.90 3.91 1.1%

17 スプレー缶 0.00 0.00 0.12 0.28 0.40 0.1%

18 電池類 0.66 0.56 0.14 0.11 1.47 0.4%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.55 0.71 0.90 0.55 2.71 0.7%

110.78 72.04 105.10 83.79 371.71 100.0%

大分類 No. 小分類
合計

合計

もえるごみ

資源
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１-４ ごみや資源に対する市民の意識

(１)市民意識調査実施概要

本計画の策定にあたり、既存資料で把握できない本

市の現状のうち、減量目標や取組の設定に重要となる

項目について状況の把握を目的に市民意識調査を実

施しました。

(２)調査方法

ア．調査対象

長久手市在住の１８歳以上の市民２,５00人（無作

為抽出）

イ．調査実施期間

令和４（2022）年１２月７日 調査票発送

令和４（2022）年１２月３１日 回答締切

ウ．調査方法

無作為抽出した長久手市民２,５００人に調査票を郵送し、調査票に記入し返送、または

web上にて回答のいずれかにて回答していただきました。

(３)調査内容

大きく分けて以下9項目について、それぞれ市民の現状や意識、意見を調査しました。

１．あなた自身とご家族について

２．ごみに関する意識について

３．家庭ごみの分別について

４．家庭ごみの処理について

５．ごみの減量化、リサイクルについて

６．食品ロス対策について

７．プラスチックの資源化について

８．もえるごみ袋の増額について

９．カーボンニュートラルについて

※調査票は参考資料１を参照

(４)回収率

有効調査票数 ：２,５００通

回収数 ：１,０４8通（回収率 41.9％）

うち、郵送回答８０8通（7７.1％）

web回答２４０通（２2.9％）

web回答

240通

22.9%

郵送回答

808通

77.1%

全回答

1,048通
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(５)調査結果

ごみを減らす３Rの行動の認知度について、「知っており、内容もある程度理解している」

と答えた人が52.4％と最も多く、「知らない」、「聞いたことがない」と答えた人は24.3％で

した。「知っているが、内容までは分からない」と答えた人は23.0％でした。

問：あなたはごみを減らすための３つの行動「３R（スリーアール）」を知っていますか。

【該当するもの１つを選択】

図 30 ３Rの認知度

選択肢 web回答 郵送回答 合計 割合
①知っており、内容もある程度
理解している

142 407 549 52.4%

②知っているが、内容までは分
からない

51 190 241 23.0%

③知らない、聞いたことがない 47 208 255 24.3%
無回答 0 3 3 0.3%

合計 240 808 1,048 100%

①知っており、

内容もある程度

理解している

52.4%②知っているが、

内容までは分からない

23.0%

③知らない、

聞いたことがない

24.3%

無回答

0.3%
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３Rの認知度に関わらず実践度を聞いた結果、「日ごろから実践している」、または「ある

程度実践している」と答えた人は７9.1％と実践度は高い結果となっています。「あまり実践

していない」、「実践していない」と答えた人は合わせて17.0％でした。

問：あなたは「３R」を実践していますか。【該当するもの１つを選択】

図 31 ３Rの実践度

選択肢 web回答 郵送回答 合計 割合
①日ごろから実践している 43 158 201 19.2%

②ある程度実践している 139 489 628 59.9%

③あまり実践していない 48 101 149 14.2%
④実践していない 8 21 29 2.8%

⑤必要だと思わない 0 3 3 0.3%

⑥分からない 2 28 30 2.9%
無回答 0 8 8 0.8%

合計 240 808 1,048 100%

①日ごろから

実践している

19.2%

②ある程度実践して

いる

59.9%

③あまり実践していない

14.2%

④実践していない

2.8%

⑤必要だと思わない

0.3%

⑥分からない

2.9% 無回答

0.8%
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１-５ ごみ処理経費

(１)清掃事業費

本市における清掃事業全体の経費は、令和４（2022）年度では約5億円で対前年度比

3.6％の減少となっています。

平成30（2018）年度からの推移をみると、令和３（2021）年度までは事業費は毎年度

増加しており、令和４（2022）年には減少に転じています。一般会計決算額に占める割合

は概ね2％程度となっています。

表 8 ごみ処理に関わる経費

出典：令和5（2023）年度環境事業概要

(２)単位あたりのごみ処理経費

本市における市民1人あたりのごみ・資源処理経費は、令和４（2022）年度では

約７．３千円/人となっています。平成３０（2018）年度から令和３（2021）年度にかけては

毎年度1人あたりの経費は増加しており、令和４（2022）年度には減少に転じています。

一方、ごみ１ｔあたりのごみ・資源処理費は令和４（2022）年度で約2５千円/ｔとなって

います。ごみ１ｔあたりのごみ・資源処理費は年度によって若干増減していますが、概ね

２0千円から25千円程度で推移しています。

表 9 ごみ処理に関わる単位あたりのごみ処理経費

出典：令和５（2023）年度環境事業概要

年度 一般会計決算額 清掃事業費 比率 対前年度比
平成30年度 18,455,536 448,433 2.4% -
令和元年度 20,334,570 462,954 2.3% 3.2%
令和２年度 27,390,461 501,778 1.8% 8.4%
令和３年度 22,130,372 519,722 2.3% 3.6%
令和４年度 23,762,935 500,842 2.1% -3.6%

前年比 前年比
平成30年度 6,642 - 21,661 -
令和元年度 6,726 1.3% 19,654 -9.3%
令和２年度 7,292 8.4% 22,531 14.6%
令和３年度 7,888 8.2% 24,733 9.8%
令和４年度 7,320 -7.2% 24,932 0.8%

1 人当たりのごみ・資源
処理費（円/人）

１ｔ当たりのごみ・資源
処理費（円/ｔ）年度

単位：千円
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１-６ 前計画(中間見直し)の目標達成状況

(１)数値目標達成状況

ア．主要成果指標１：１人１日あたりのごみ排出量（家庭系及び事業系）

１人１日あたりのごみ排出量（家庭系及び事業系）は、平成２９（2017）年度から令和

元（2019）年度にかけて増加傾向にあります。令和２（2020）年度からは減少傾向に

転じていますが、目標年度の６３３（g/人日）まであと54(ｇ/人日)の減量が必要です。
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あと54ｇの

減量が必要

１人１日あたりのごみ排出量（家庭系及び事業系）

年度 人口
（3月31日時点）

ごみ排出量
(資源除く)

1人1日あたりの
ごみ排出量

単位 人 ｔ g/人日
平成25年度 53,173 14,935 770
平成26年度 54,644 15,018 753
平成27年度 55,680 14,669 720
平成28年度 56,627 14,529 703
平成29年度 57,466 15,197 725
平成30年度 58,545 15,468 724
令和元年度 59,499 16,530 759
令和２年度 60,035 16,017 731
令和３年度 60,352 15,561 706
令和４年度 60,770 15,228 687
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イ．主要成果指標２：１人１日あたりの家庭系ごみ・資源排出量

１人１日あたりの家庭系ごみ・資源排出量は平成３０（2018）年度まで減少傾向にあ

りましたが、令和元（2019）年度に増加に転じています。その後令和２（2020）年度か

らは再び減少傾向に転じており、令和３（2021）年度時点で目標年度の650g/人日を

達成しています。
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年度 人口
（3月31日時点）

家庭系ごみ・
資源(収集・エコハウ
ス回収）排出量

1人1日あたりの
排出量

単位 人 ｔ g/人日
平成25年度 53,173 13,699 706
平成26年度 54,644 13,464 675
平成27年度 55,680 13,211 648
平成28年度 56,627 12,965 627
平成29年度 57,466 13,160 627
平成30年度 58,545 13,324 624
令和元年度 59,499 13,983 642
令和２年度 60,035 14,064 642
令和３年度 60,352 13,719 623
令和４年度 60,770 13,347 602
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ウ．成果指標１：１人１日あたりの家庭系ごみ排出量（もえるごみ、もえないごみ、粗大ご

み）

１人１日あたりの家庭系ごみ排出量は、平成２８（2016）年度まで減少傾向にありまし

たが、平成２９（2017）年度から令和２（2020）年度にかけて増加しています。令和3

（2021）年度以降は減少傾向に転じていますが、目標値まであと33(ｇ/人日)の減量

が必要です。
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年度 人口
（3月31日時点）

家庭系ごみ
排出量

1人1日あたりの
排出量

単位 人 ｔ g/人日
平成25年度 53,173 10,730 553
平成26年度 54,644 10,582 531
平成27年度 55,680 10,317 506
平成28年度 56,627 10,197 493
平成29年度 57,466 10,422 497
平成30年度 58,545 10,661 499
令和元年度 59,499 11,399 523
令和２年度 60,035 11,505 525
令和３年度 60,352 11,066 502
令和４年度 60,770 10,732 484
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【参考】１人１日あたりの家庭系ごみ排出量のうち、もえるごみの１人１日あたりの排出

量は以下のとおりです。平成２8（2016）年度までは減少傾向にありましたが、

令和元（2019）年度には４88(ｇ/人日)まで増加しています。令和２（2020）

年度以降は再び減少傾向に転じており、令和４（2022）年度で１人１日あたり

の排出量は４55(ｇ/人日)です。
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年度 人口
（3月31日時点）

家庭系もえるごみ
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1人1日あたりの
排出量

単位 人 ｔ g/人日
平成25年度 53,173 10,118 521
平成26年度 54,644 10,027 503
平成27年度 55,680 9,758 479
平成28年度 56,627 9,608 465
平成29年度 57,466 9,782 466
平成30年度 58,545 9,958 466
令和元年度 59,499 10,630 488
令和２年度 60,035 10,678 487
令和３年度 60,352 10,319 468
令和４年度 60,770 10,099 455
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エ．成果指標２：事業系ごみ排出量

事業系ごみ排出量は、平成２５（2013）年度から令和元（2019）年度まで概ね増加

傾向にありましたが、令和２（2020）年度以降は大幅に減少しており、令和４（2022）

年度時点で４,４９6ｔと、目標値の４,729ｔから２33ｔ下回っており、目標を達成していま

す。

4,205
4,436

4,352
4,332

4,775
4,807

5,131

4,512

4,495

4,496

4,729

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

ご
み
排
出
量(

ｔ
）

年度

中
間
見
直
し
年
度

前
計
画
策
定
年
度

目
標
年
度

目標達成

事業系ごみ排出量

単位：t
年度 事業系ごみ

平成25年度 4,205
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令和元年度 5,131
令和２年度 4,512
令和３年度 4,495
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オ．成果指標３：資源化率

増税による買い替え需要と新型コロナウイルス感染症感染拡大前は資源化率につ

いては減少傾向にあり、家庭系ごみが減少するとともに資源回収量も減少傾向にあり

ました。これは電子書籍やネットニュースの普及により新聞や雑誌の購読数が減少傾

向にあることや、ペットボトル等の軽量化等により対象となる資源自体の量が減ってい

ることが原因です。

近年は全国的に家庭系ごみ排出量とともに資源回収量が減少しているため、資源化

率は概ね横ばい傾向にあります。本市においても全体的に令和元（2019）年度以降は

概ね横ばい傾向にあります。

また、前計画の資源化率目標値は団体回収と自主回収店の回収量を含めていまし

たが、令和４（２０２２）年度以降はこの２項目の回収量を集計していないことから、平成

２５（2013）年度から令和４（2022）年度までの資源化率は、これらの回収量を含めな

い量としています。そのため、前計画の資源化率の目標値と令和４（2022）年度の実

績値には乖離があります。

※資源団体回収量、自主回収店量を含まない。
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単位：t

資源（収集・エコ
ハウス回収）

晴丘センター
資源化量

平成25年度 2,969 176 3,145 13,699 23.0%
平成26年度 2,882 157 3,039 13,464 22.6%
平成27年度 2,894 143 3,037 13,211 23.0%
平成28年度 2,768 180 2,948 12,965 22.7%
平成29年度 2,738 201 2,939 13,160 22.3%
平成30年度 2,663 230 2,893 13,324 21.7%
令和元年度 2,584 244 2,828 13,983 20.2%
令和２年度 2,559 288 2,847 14,064 20.2%
令和３年度 2,653 217 2,870 13,719 20.9%
令和４年度 2,615 172 2,787 13,347 20.9%

年度
資源回収量 家庭系ごみ・

資源（収集・エコハ
ウス回収）排出量

（B）

資源合計
（A）

資源化率
（A）/（B）
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１-７ 現状の課題

(１)目標の達成状況

前計画（中間見直し）の目標達成状況は以下のとおりです。

成果指標全５項目のうち「②主要成果指標２：１人１日あたりの家庭系ごみ・資源排出量」

と「④成果指標２ 事業系ごみ排出量」の２項目が令和4（2022）年度時点で目標を達成

しています。

項目
令和５年度

目標値

令和４年度

実績値

令和３年度における

達成状況

①主要成果指標１

１人１日あたりのごみ排出

量（家庭系及び事業系）

633
g/人日

687
g/人日

未達成
あと54gの

減量が必要

②主要成果指標２

１人１日あたりの家庭系ご

み・資源排出量

650
g/人日

602
g/人日

達成
48g

下回って達成

③成果指標１

１人１日あたりの家庭系ご

み排出量

451
g/人日

484
g/人日

未達成
あと33gの

減量が必要

④成果指標２

事業系ごみ排出量
4,729トン 4,496トン 達成

233トン

下回って達成

⑤成果指標３

資源化率
27％ 20．9％ 未達成

あと6.1ｐｔの

増加が必要
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(２)現状と課題

ア．家庭から出るごみ排出量について

１人１日あたりの家庭系もえるごみ排出量は、平成２５（2013）年～平成２８（2016）

年と比較して減少傾向が停滞している状況です。

図 32 １人１日あたりの家庭系もえるごみ排出量（再掲）

また、家庭から出るもえるごみに混入している資源の割合は令和４（2022）年１２月

調査結果では32.7％で、特にプラスチック製容器包装、雑誌・雑がみが多く混入して

いる状況でした。

ごみ排出量を減らす取組を促進するとともに、もえるごみに混入している資源の適

切な分別を促進し、ごみ排出量全体を減少する必要があります。

イ．収集時間とごみの散乱

本市ではもえるごみの量や世帯数の増加によってごみ総排出量が増加しており、以

前よりごみの収集に時間がかかり、収集時間に遅れが出ています。最も遅い地区では

午後４時前後の収集となっており、カラスや猫等によるごみの散乱被害のリスクが高ま

っています。

収集時間の遅れと、それに伴うごみの散乱については市民意識調査においても意見

が多くみられ、喫緊の課題となっていました。

これを受けて、令和５（2023）年度から１地区あたりのごみ収集車を３台から５台に

増やし収集時間の短縮を図っています。

ウ．資源の収集頻度

現在、プラスチック製容器包装は隔週、ペットボトルは月１回（夏期のみ月２回）、古紙

は月１回の収集となっています。しかし、もえるごみへの資源混入率が３０％を超えてい

ること、市民意識調査においても資源の収集頻度を増やしてほしいという要望がみら

れることから、現在の収集頻度に見直しが必要と考えられます。

521
503

479 465 466 466
488 487 468 455

0

100

200

300

400

500

600

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

ご
み
排
出
量(

g
/
人
日
）

年度

中
間
見
直
し
年
度

前
計
画
策
定
年
度

１人１日あたりの家庭系もえるごみ排出量



45

エ．紙おむつの資源化について

令和４（2022）年度のごみ組成調査において紙おむつはもえるごみ全体の２．２％で

したが、今後高齢者が増加するにつれて大人用の紙おむつの排出量が増加することが

予測されます。本市では現在、紙おむつはもえるごみとして収集していますが、近年使

用済みの紙おむつの再生利用が進んでおり、環境省では資源化・再生利用を促進して

います。

オ．プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品について

現在、プラスチック製容器包装の収集を実施していますが、それ以外のプラスチック

類は令和４（2022）年度のごみ組成調査においてもえるごみ中の6.4%ありました。近

年は、レジ袋の有料化や、プラスチック製ストローやカトラリー類の使用を控える動き等

プラスチックを減らす取組もありますが、一方で安価なプラスチック製商品（収納用品

やおもちゃ類等の比較的大きなブラスチック製品）も増加しています。市民アンケートで

は、大型のプラスチック製品の捨て方に困っているとの声もあり、プラスチック製容器

包装以外のプラスチック製品の資源化についても検討が必要と考えられます。

カ．剪定枝について

現在、剪定枝についてはもえるごみに分類されています。令和４（2022）年度のごみ

組成調査ではもえるごみ中の１．４％が木・草類でした。重量比は少ないですが、剪定

枝等はかさばることから、市民意識調査では一度に大量の剪定枝を収集に出すことを

ためらう声もあります。

剪定枝等を資源として分別収集する、または再利用するルートの確保等が必要と考

えられます。

キ．啓発・意識の向上について

市民意識調査によると、ごみの減量や資源化に関する情報の入手方法として、資源

とごみの分別ガイドブックが75.1％で最も多く、次いで市の広報紙やホームページが

38.9％でした。また、情報を得る手段がないとの回答が1.0％ありました。

選択肢 合計 割合

①資源とごみの分別ガイドブック 787 75.1%

②市の広報紙やホームページ 408 38.9%
③市に直接連絡する 57 5.4%
④ごみ出し支援アプリ「さんあ～る」 132 12.6%
⑤インターネットで調べる 244 23.3%
⑥家族・友人・知人に聞く 124 11.8%
⑦その他 8 0.8%
⑧情報を得る手段がない 11 1.0%

問：ごみの分別方法やごみを出す日のほか、ごみの減量や資
源化に関する情報をどのように入手していますか。
【該当するものすべてを選択】



46

市が実施している情報提供への満足度は、満足しているとどちらかというと満足して

いるを合わせて89.0％で、概ね良好でした。一方で、どちらかというと不満、不満も合

わせて8.8％ありました。

図 33 市が実施している情報提供への満足度

ただし、インターネットやアプリによる情報提供については、紙類が減る等の理由か

らぜひ進めてほしいという意見もある一方で、インターネットではどのように情報を探

せばよいか分からない、パソコンやスマートフォンを使えないため広報紙等を配布して

ほしいという声もあり、引き続き紙媒体による啓発は必要と考えられます。

さらに、広報紙、インターネット、SNS、スマートフォンアプリ、ケーブルテレビ等による

多数の媒体による情報提供により、さまざまな年代や生活様式の市民が情報を入手し

やすい環境を整えていきます。

ク．食品ロスについて

令和４（2022）年度のごみ組成調査では、食品ロスはもえるごみ中の１４．３％でした。

中でも、手が付けられていない直接廃棄の食品が全体の７．７％ありました。これらはフ

ードドライブや買い物の工夫等で減らすことができます。

また、調理くずや食べ残しは全体の26.7％でした。調理くず等はどうしても日常の

生活から出てしまい、ゼロにすることは難しいですが、エコクッキングや、使い切り・食

べ切り・水切りの「３きり運動」の促進等で減らすことができます。

選択肢 合計 割合
①満足している 268 25.6%
②どちらかというと満足している 664 63.4%
③どちらかというと不満 83 7.9%
④不満 9 0.9%
無回答 24 2.3%

合計 1,048 100%

問：市が実施している広報紙・チラシ配布、ホームページ等に
よる情報提供に満足していますか。
【該当するもの１つを選択】

①満足して

いる

25.6%

②どちらかというと満足している

63.4%

③どちらかというと

不満

7.9%

④不満

0.9%

無回答

2.3%
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第２章 ごみ処理基本計画

２-１ 基本方針

本市では前計画の将来像「みんなでつくろう循環型のまち～市民、事業者が主役となって進

めるごみ減量化～」の実現を目指して、事業者を含む市民一人ひとりが、資源の有限性を認識し、

20世紀型の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の生活や事業活動のスタイルから、資源循環型

の生活や事業活動のスタイルに転換し、それを定着化させ、また、子ども、学生、お年寄り等多様

な市民（市民グループや自治会等も含む）や事業者と市が協力して、一丸となってごみ減量に取

り組んでいます。

一般廃棄物処理基本計画の将来像については、平成15（2003）年度策定の基本計画から

「みんなでつくろう循環型のまち」を掲げています。引き続きこの将来像を目指すことを掲げなが

ら、ごみ減量によって持続可能なまちづくりを目指すこととし、将来像を以下のように定めます。
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２-２ 基本施策

本市では、前計画において５つの基本施策を中心に、「市民・事業者と行政が共に考え、市民・

事業者が主役となる実践行動に！」を柱に施策・事業の展開を図ってきました。

令和４（2022）年度にはごみ減量や分別、収集に関する取組や市民がごみ減量に取り組みや

すい環境づくり、市民への啓発強化等の取組をまとめた、「長久手市ごみ減量・収集アクションプ

ラン」を作成し、より実践的、具体的な取組を推進しています。

本計画では、基本方針で掲げた将来像を実現するために、このアクションプランを軸にした４

つの基本施策のもと、具体的な取組を進めます。

図 ３４ 基本施策

基本施策

基本施策

基本施策

基本施策

収集体制を充実・強化し、利便性を高めることで、ごみの減量・
資源化を促進します。

資源化品目の細分化や回収回数の見直し、資源回収拠点の増
設等により資源化を促進し、もえるごみを減らします。

広報紙や環境教育等によりごみ減量や資源化への意識の向上
を図ります。

食品ロスの削減に重点的に取り組み、持続可能なまちづくりを
推進します。
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２-３ 計画目標

(１)計画目標値に設定する項目

本計画においては、成果指標と取組を結び付けて考え、成果指標を新たに設定し、目

標値を達成するための取組を設定します。

成果指標は、図 35に示す１つの主要成果指標と２つの成果指標とします。

前計画で成果指標の1つとして設定していた資源化率は、今後増加させることは困難

な時代に来ていることから、資源化率については成果指標とせず、参考指標としてその推

移を注視します。また、「もえるごみ中の資源化可能物の割合（％）」もあわせて参考指標

とし、もえるごみとして捨てられている資源化可能物を減らし、資源化を促進することとし

ます。さらに、市民の意識を把握するための指標として、「３Ｒを実践している市民の割合」

を参考指標としその動向を注視します。

参考指標については、具体的な目標値は設定しませんが、実績をモニタリングし、資源

化や意識向上への取組へつなげます。

図 35 本計画の目標値に設定する項目

１人１日あたりの家庭系ごみ※（資源除く）

排出量(g/人・日)※もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ

事業系ごみ排出量(トン/日)

１人１日あたりの家庭系もえるごみ

排出量(g/人・日)

事業系ごみを減らす

ための取組

もえるごみ、食品ロス

を減らすための取組

資源化・分別を促進す

るための取組

循環型社会実現への

市民の意識を高める

ための取組

もえるごみ中の資源化可能物の割合（％）

３Rを実践している市民の割合（％）

成果指標１

成果指標２

主要成果

指標

参考指標１

参考指標３

ごみ量全体を減らす

ための取組

排出量に対する資源

化量の割合を把握し

取組を検討する
資源化率（％）参考指標２

指 標 取組の方向性 取組

19

の

取

組

へ



50

(２)計画目標値

本市のごみ・資源排出量の実績から目標年度までの排出量及び人口を推計し、目標年

度までの本市の計画目標値を以下のとおり定めます。

表 １０ 計画目標値

減量目標の内訳は表 １１に示すとおりです。※減量値の試算は参考資料３を参照

表 １１ 減量目標の内訳

項目
令和４年度

実績

現状のまま推移

した場合の令和

１５年度排出量

令和１５年度

計画目標値

現状のまま推移した

場合からの減量

主要成果指標

１人１日あたりの

家庭系もえるごみ排出量

４５５
g/人日

４２９
g/人日

3８6
g/人日

さらに

43g/人日

減量

成果指標１

１人１日あたりの家庭系

ごみ※（資源除く）排出量
※もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ

484
g/人日

458
g/人日

４12
g/人日

さらに

46g/人日

減量

成果指標２

事業系ごみ排出量
１２．３
トン/日

１２．３
トン/日

１１．３
トン/日

さらに１トン/日

年間365トン減量

参考指標１

もえるごみ中の資源化

可能物の割合
３２．７％

実績をモニタリングし、

資源化や意識向上への取組へつなげる

参考指標２

資源化率
※団体回収量、自主回収店量を含まず

20.9％

参考指標３

３Rを実践している市民

の割合
７９.1％

もえるごみ - 43.1 g/人日

もえるごみの資源化量 -17.7 g/人日

もえるごみの減量のみ -25.4 g/人日

もえないごみ - 2.0 g/人日

もえないごみの資源化量 -1.0 g/人日

もえないごみの減量のみ -1.0 g/人日

粗大ごみ - 1.0 g/人日

粗大ごみの資源化量 0.0 g/人日

粗大ごみの減量のみ -1.0 g/人日

資源増加量 + 18.7 g/人日

プラスチック製容器包装 + 6.4 g/人日

古紙 + 6.7 g/人日

紙おむつ + 0.4 g/人日

びん + 0.1 g/人日

かん + 0.2 g/人日

ペットボトル + 1.0 g/人日

古着・古布 + 1.0 g/人日

小型家電 + 0.6 g/人日

プラスチック製品 + 2.2 g/人日

剪定枝 + 0.1 g/人日
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主要成果及び成果指標の今後の推移は以下のとおりです。

また、主要成果指標の今後の年ごとの推移を以下に示します。
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469 455 455 452 449 446 443 440 438 436 433 431 429

455 448 441 434 427 420 414 407 400 393 386
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主要成果指標:１人１日あたりの家庭系もえるごみ排出量 現状のまま推移した場合 目標値

年度

項目
令和４年度

実績
・・・

令和10年度

中間目標値
・・・

令和１５年度

計画目標値

主要成果指標

１人１日あたりの

家庭系もえるごみ排出量

455
g/人日

・・・ 420
g/人日

・・・ 386
g/人日

成果指標１

１人１日あたりの家庭系

ごみ※（資源除く）排出量
※もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ

484
g/人日

・・・ 449
g/人日

・・・ ４12
g/人日

成果指標２

事業系ごみ排出量
１２．３
トン/日

・・・ １１．8
トン/日

・・・ １１．３
トン/日

実績
←
中
間
目
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値

←
計
画
目
標
値
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２-４ 基本施策に基づく取組

基本施策１ 収集の充実

①ごみ収集車両の増車（令和5年度実施済）

取組内容 各地区のごみ収集車を3台から5台に増車します。

取組の効果 収集時間の短縮

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

②拠点回収用ごみボックスの貸与（令和４年度実施済）

取組内容 １０世帯程度まとまって１か所でごみ出しを希望する場合、ごみボックスを

無償で貸与し、拠点回収化を進めることで、ごみ収集を迅速化します。ご

みボックスを使用することにより、カラス等鳥獣によるごみ散乱被害も防

止します。

取組の効果 収集時間の短縮、鳥獣害対策、ごみの散乱防止

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

③プラスチック製容器包装の毎週回収

取組内容 プラスチック製容器包装（隔週）の回収回数を増やすことで、資源分別意

識を高めるとともに、資源回収の利便性を高めます。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

④ペットボトルの月2回回収通年化

取組内容 ペットボトル（月１回、夏期のみ月２回）の回収回数を増やすことで、資源

分別意識を高めるとともに、資源回収の利便性を高めます。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑤古紙の月2回回収

取組内容 古紙（月１回）の回収回数を増やすことで、資源分別意識を高めるととも

に、資源回収の利便性を高めます。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

継続実施

継続実施

実施検討

実施検討

実施検討
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基本施策１ 収集の充実（つづき）

⑥プラスチック製容器包装の指定袋Ｍサイズ新設

取組内容 プラスチック製容器包装の指定袋（４５リットル）より少し小さいＭサイズ

を新設し、資源分別意識を高めるとともに、資源回収の利便性を高めま

す。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑦紙おむつの指定ごみ袋新設

取組内容 通常もえるごみとなっている紙おむつ専用の指定ごみ袋を新設し、将来

的に紙おむつを資源化することになった際に円滑に移行できるようにしま

す。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

実施調査・検討

実施検討
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基本施策２ 資源化の促進

⑧分別回収品目の細分化

取組内容 ごみから資源へ分別できる品目を増やしていくことで、ごみ自体を減量

します。「充電５品目」の分別は令和４年４月から開始しています。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑨資源回収拠点の増設

取組内容 エコハウス等の資源回収拠点を増やしていくことで、資源分別意識を高

め、資源回収の利便性を高めます。令和４年１１月に出張ながくてエコハ

ウス（西部）、令和５年１月に出張ながくてエコハウス（東部）を開設しまし

た。今後は地域住民が管理運営する資源回収拠点の開設を促します。

取組の効果 資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上、資源分別意識向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑩ペットボトルの水平リサイクル（令和5年度実施済）

取組内容 令和５年４月から本市・瀬戸市・尾張旭市は、豊田通商㈱・サントリーグル

ープとペットボトルからペットボトルに再生する「ボトルtoボトル」という水

平リサイクル事業に協働で取り組んでいます。新たに石油由来原料から

ペットボトルを作るのに比べてCO2を約60％削減でき、サントリー製飲

料のペットボトルとして再生先を「見える化」することで、リサイクル意識を

高めます。

取組の効果 資源化の促進、CO2削減、資源分別意識向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑪プラスチック一括回収の検討

取組内容 プラスチック製容器包装だけでなく、現在もえるごみに分類されるプラス

チック製品も資源として一括して回収できるよう検討を進めます。

取組の効果 もえるごみの減量、資源化の促進、CO2削減、資源分別意識向上

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

継続的に検討・実施

地域管理の拠点を継続的に募集

継続実施

実施調査・検討
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基本施策２ 資源化の促進（つづき）

⑫剪定枝リサイクルの検討

取組内容 現在もえるごみに分類される剪定枝を資源として回収できるよう検討を

進めます。

取組の効果 もえるごみの減量、資源化の促進

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

実施調査・検討
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基本施策３ 啓発・意識の向上

⑬広報ながくて特集記事の掲載

取組内容 「広報ながくて」でごみ減量や収集に特化した特集記事を随時掲載し、意

識を高めます。

取組の効果 ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑭「ながくてごみ減量化通信」の発行

取組内容 本市の現状や課題、市民のみなさんが日々の生活の中で実践できるご

みを減らす方法等、ごみを減らさなければならない理由やごみ減量化へ

の取組についての通信を毎月発行し、意識を高めます。

取組の効果 ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑮環境教育の実施

取組内容 水やペットボトルに関連した子ども向け環境学習を実施し、子どもの

SDGｓや分別に対する意識を高めます。

取組の効果 ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑯説明会、出前講座の実施

取組内容 ５人以上の市民の集まりや、学校等を訪問して講義を行う「ごみ減量出

前講座」を随時開催します。

取組の効果 ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑰事業者を対象とした指導・啓発の実施

取組内容 市による事業者へのごみ減量・再資源化指導を継続し、事業所のごみ減

量・再資源化を促進します。また、ホームページ等による事業系ごみ減量

のための効果的な周知・啓発方法を検討します。

取組の効果 ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

実施（随時、特集記事を掲載）

毎月発行

継続実施

継続実施

継続実施
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基本施策４ 食品ロスの削減

⑱家庭系食品ロス削減の推進

取組内容 本計画の第３章において策定する食品ロス削減推進計画に従い、家庭

系食品ロスの削減を重点的に推進します。

食品ロスの削減により、生産から廃棄までに用いられた多くの資源やエ

ネルギーの無駄をなくすことで、家計負担を軽減し、ＣＯ2排出量を削減

することで気候変動の抑制に役立たせます。

取組の効果 ごみの減量、CO2削減

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

⑲事業所における食品ロス削減の推進

取組内容 本計画の第３章において策定する食品ロス削減推進計画に従い、事業

所における食品ロスの削減を重点的に推進します。

消費者に「３０１０（さんまるいちまる）運動や「てまえどり」を促したり、小売

店側がばら売り、量り売り、割引による販売を推進できるような啓発方法

を検討します。

取組の効果 ごみの減量、CO2削減

スケジュール

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

実施

実施
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第３章 計画推進に向けて

３-１ 計画の周知

将来像「みんなでつくろう循環型のまち～ごみ減量で実現する 持続可能なまちづくり～」の

実現に向けて、本計画に掲げている取組を着実に実施して目標を達成するためには、本市はも

とより、一人ひとりの市民、自治会等の地域組織、ＮＰＯやボランティア団体、事業者等、多様な

主体が、本計画を知り、趣旨や内容を理解することが、目標達成に向けた取組の第一歩として必

要不可欠です。

そこで、市の広報紙やホームページ、アプリ、SNS、ながくてごみ減量化通信、ケーブルテレビ

等の様々な媒体を活用して、本計画の趣旨や内容について周知を図ります。

また、市民の多く集まるイベント等におけるパネルの展示や計画書の概要版の配布、出前講座

等、市民と直接対面・対話できる機会を通じて本計画の周知に努めます。

３-２ 計画の推進と検証

全１9の取組を進め、毎年度、主要成果指標である「１人１日あたりの家庭系もえるごみ排出量」

の減量状況を確認します。

減量目標を達成した場合は、目標の達成状況を検証し、引き続き取組を実施します。

減量目標を達成できなかった場合は、状況調査を行い、現状と目標に大きく差がある場合や、

目標を達成できない年度が続くときは、実施するそれぞれの取組がごみ減量に有効であったか

を検証します。また、情勢の変化や新たな課題に柔軟に対応するとともに、ごみ減量に効果があ

ると判断されれば、新しい要素を加えたり、見直しを行ったりすることで、ごみ減量に取り組みま

す。

その上で、減量目標から乖離が続く状況になった場合は、ごみの減量状況や分別の動向を見

ながら、手数料料金等の見直しを検討することで、家庭系もえるごみの減量や資源化等を継続

的に実施できるようにします。

図 ３６ 計画の推進と検証のフロー

毎年度、主要成果指標の減量目標達成状況を確認

取組の継続実施 状況調査

取組の検証

●現状と目標に大きく差がある場合
●目標を達成できない年度が続いている場合

●目標を達成できない年度が続いている場合

取組の追加・見直し

●減量目標からの乖離が続く場合

手数料料金等の見直しを検討

減量目標を達成した場合 減量目標を達成できなかった場合

情勢の変化

新たな課題
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３-３ 尾張東部衛生組合及び組合市の連携による計画推進

本市、瀬戸市、尾張旭市の３市から構成される尾張東部衛生組合では、「役割の明確化とパー

トナーシップの推進」を基本方針に、組合市と組合のさらなる連携により新たな施策の研究・検討

に取り組んでいます。

組合市の目標達成に向けて各市と組合の連携を強化し、実行した施策の効果の検証や新た

な施策の研究・検討を推進会議等において実施することで、情報を共有しながら本市だけではな

く３市の状況を総合的に分析しながら状況を判断し、計画を推進します。

また、令和5（2023）年度から開始したペットボトルの水平リサイクル（14ページ図 13を参照）

のような新規施策等の検討・実施を、組合市と足並みをそろえながら効果的に推進していきます。
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第３部 食品ロス削減推進計画
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第１章 計画の基本的事項

１-１ 計画の位置づけ

令和元（2019）年10月1日施行の「食品ロス削減推進法」において、市町村は基本方針及び

都道府県の食品ロス削減推進計画を踏まえ当該区域内における食品ロスの削減の推進に関す

る計画を定めるよう努めることが明記されています（第１３条 第１項）。

食品ロス削減推進法に基づき、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針及び愛知県食

品ロス削減推進計画を踏まえて策定します。また、本市の一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基

本計画との整合を図ります。

図 37 食品ロス削減推進計画の位置づけ

長久手市食品ロス削減推進計画

食品ロスの削減の推進に関する法律

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

【関連法令等】

・循環型社会形成推進基本法

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

・食育推進基本計画

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針

愛知県食品ロス削減推進計画

長久手市一般廃棄物（ごみ・生活排水）

処理基本計画



62

１-２ 社会情勢

(１)国の情勢

食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず廃棄される食品であり、生産段階、製造段階、

流通段階、小売段階、消費段階のあらゆる段階で発生しています※。

令和3（2021）年度の国の推計によると、日本の食品ロス量は523万トン、このうち事業

系食品ロス量は279万トン、家庭から発生する家庭系食品ロス量は２４４万トンとなってい

ます。

食品ロスの削減については、平成２７（2015）年９月に採択されたＳＤＧｓのターゲットの

一つとなっており、令和12（2030）年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当た

りの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれており、国際的にも関心が高まっています。

国においては、令和元（2019）年10月に「食品ロス削減推進法」が施行され、食品ロス削

減を国民運動として展開し、消費者である国民、事業者、行政がそれぞれの立場で食品ロ

スの削減を進めることが明示されました。

(２)愛知県の情勢

愛知県においては、食品ロス削減の取組を着実なものとするため、令和4（2022）年2月

に「愛知県食品ロス削減推進計画」を策定し、食品ロス削減目標を設定し、消費者、事業者、

関係団体、行政等が連携した取組を進めていくこととしました。

表 12 愛知県の食品ロス削減目標

出典：愛知県廃棄物処理計画（愛知県食品ロス削減推進計画）（2022年度～2026年度） 2022年2月 愛知県

表 13 県民意識の目標

出典：愛知県廃棄物処理計画（愛知県食品ロス削減推進計画）（2022年度～2026年度） 2022年2月 愛知県

※食品の生産から消費までの各段階で発生する食品ロスの種類について

■生産段階：食品が生産される段階において、品質や形状等の規格に当てはまらない規格外農林水産物や、過剰生産等によ

り余ってしまった未利用の農林水産物が、市場に流通せずに廃棄される食品ロス

■製造段階：食品を製造する段階で、加工トラブル・調理ミス、賞味・消費期限切れ、作り過ぎ、加工・調理くず、返品等が原因

で発生する食品ロス

■流通段階：食品が生産、製造されてから、小売事業者、飲食事業者を通じて消費者に届くまでには、様々なルートがあり、こ

のサプライチェーン上で発生する食品ロス

■小売段階：主に、需要予測のズレ等による売れ残りによって発生する食品ロス

■消費段階：外食における、主に、提供された料理の食べ残し、調理段階での作り過ぎ(仕込み過ぎ)等によって発生する食品

ロスや家庭において、使いきれなかった食品や調理段階での過剰除去、食べ残し等により発生する食品ロス

参考値

（平成１２年度）

現状

（令和元年度）

目標

（令和８年度）

将来目標

（令和12年度）

食品ロス発生量 825千トン 480千トン 433千トン
413千トン

（平成１２年度比50％削減）

家庭系 356千トン 215千トン 189千トン 178千トン

事業系 469千トン 265千トン 244千トン 235千トン

現状

（令和2年度）

目標

（令和８年度）

食品ロス問題を認知して削

減に取り組む消費者の割合
82.6％ 85％
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１-３ 基本的な方向性

食品の廃棄は生産・流通過程で使用した多くのエネルギーや資源を無駄にしていると同時に、

ごみ処理過程においては温室効果ガスを排出する等、地球環境への負荷の一因となっています。

食品ロスを削減することは、家計負担や廃棄物処理に係る地方公共団体の財政支出の軽減

になるだけではなく、CO２排出量の削減による気候変動の抑制といった効果が期待できることか

ら、食品ロスの削減に積極的に取り組みます。

取組にあたっては、食品の生産から製造、販売、消費に至る一連の過程において、多様な主体

が関わることとなります。関連する多様な主体が自らの役割を理解して行動し、かつ各主体が連

携して取組を進めることが重要となります。

本市においては、ホームページ上で食品ロスの削減のための取組を紹介し、市民への啓発を

行っていますが、食品ロス削減推進計画を策定することにより社会情勢にあった食品ロスの削

減に向けた取組を加速化し、持続可能な社会の実現を目指すものとします。
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第２章 食品ロスの現状

２-１ 食品ロスの量

(１)全国及び愛知県の状況

令和３（2021）年度の国の推計によると、家庭系及び事業系の食品ロス量の合計は

約５２３万トンと試算されており、年々減少傾向となっています。国は令和１２（2030）年度ま

でに平成１２（2000）年度比で５０％削減させることを目標としており、令和３（2021）年度

は削減率が４７％と目標達成まで３ポイントとなっています。

愛知県の食品ロス量は約48万トンで令和元（2019）年度の削減率は約42％と国の削

減率とほぼ同じとなっています。

表 １４ 全国及び愛知県の食品ロス量の推移

※四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

出典：（全国）我が国の食品ロスの発生量の推移等（環境省HP）

（愛知県）愛知県食品ロス削減推進計画（2022年２月）

出典：（全国）我が国の食品ロスの発生量の推移等（環境省HP）

図 ３８ 全国の食品ロス量及び削減率の推移

平成12年度 ～ 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度

家庭系 万t/年 433 ～ 312 302 282 289 291 284 276 261 247 244

事業系 万t/年 547 ～ 331 330 339 357 352 328 324 309 275 279

食品ロス量合計 万t/年 980 ～ 642 632 621 646 643 612 600 570 522 523

削減率（対2000年） ％ 34% 36% 37% 34% 34% 38% 39% 42% 47% 47%

家庭系 万t/年 35.6 ～ - - - - - - - 21.5 - -

事業系 万t/年 46.9 ～ - - - - - - - 26.5 - -

食品ロス量合計 万t/年 82.5 ～ - - - - - - - 48.0 - -

削減率（対2000年） ％ - - - - - - - 42% - -
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(２)本市の状況

本市の食品ロスの発生状況を把握するために、令和４（2022）年度に表 15に示す分類

項目で、家庭系もえるごみのうちの生ごみの組成に関して市内４地区で調査しました。

調査結果を表 16に示します。４地区全域ではもえるごみ中の生ごみのうち調理くずが

20.2％を占めています。食品ロスの割合は14.3％で、その中でも食べ残しが6.5％でした。

賞味期限が切れて捨てられているものは6.7％、賞味期限が切れていないにも関わらず捨

てられているものが1.0％ありました。

表 15 生ごみの組成調査の分類

表 16 もえるごみ中の生ごみの組成調査結果（長久手市調査分及び愛知県調査分）

※割合は重量割合とします。また、四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

大分類 小分類 内容

生
ご
み

調理くず
調理過程から排出された不可食部

（例）野菜・果物の皮、魚の骨、貝や卵の殻

その他 ペットフード・茶かす等

食
品
ロ
ス

直接廃棄① 手つかずで捨てられている食品のうち、賞味期限が切れていないもの

直接廃棄② 手つかずで捨てられている食品のうち、賞味期限切れ・判別不能のもの

食べ残し
食卓に出された食品で、食べきれずに捨てられた食料品

（例）調理された野菜、卵、魚介類、肉類、パン類、麺類、果物等

小分類

R4年度市調査分
R4年度

県調査分

一般

マンション
市西部住宅

学生

マンション
市東部住宅 全域 全域

（１）調理くず 23.9% 25.4% 14.0% 16.2% 20.2% ―

（２）その他 3.6% 2.3% 1.2% 0.6% 1.9% ―

（２‘）過剰除去 ― ― ― ― ― 2.9％

（３）直接廃棄①

賞味期限が切れていないもの
0.2% 0.0% 0.0% 3.3% 1.0%

9.1％
（４）直接廃棄②

賞味期限切れ
4.1% 2.0% 4.8% 14.0% 6.7%

（５）食べ残し 3.4% 5.4% 9.4% 8.5% 6.5% 6.9%

食品ロス合計

＝(2’)+（３）＋（４）＋（５）
7.7% 7.4% 14.2% 25.8% 14.3% 18.9%
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令和４（2022）年度の本市の調査ではもえるごみ中の食品ロスの割合は14.3％、県が

実施した調査における食品ロスの割合は18.9%でした。

上記調査結果による食品ロスの割合（市調査14.3%と県調査18.9%の平均値16.6％）

と本市の令和４（2022）年度の１人１日当たりの家庭系もえるごみ量（455g/人日）から、本

市の１人１日当たりの食品ロス量を以下のように試算しました。

愛知県、国の食品ロス量（表 17）と比較すると、本市は愛知県よりも少ないものの国の

食品ロスの量よりも多く、さらなる取組が必要です。

表 17 愛知県・国と長久手市の家庭系食品ロス量の比較

出典：（全国）我が国の食品ロスの発生量の推移等（環境省HP）

（愛知県）愛知県食品ロス削減推進計画（2022年２月）

令和４（２０２２）年度の本市における１人１日当たりの家庭系食品ロス量

＝455（g/人日）×16.6%

=76（g/人日）

統計年度 食品ロス量

長久手市の家庭系食品ロス量 令和４年度 76（g/人日）

愛知県の家庭系食品ロス量 令和元年度 78（g/人日）

国の家庭系食品ロス量 令和３年度 53（g/人日）

Lサイズの卵１個と同じくらい
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２-２ 食品ロス削減に取り組む人の割合

(１)全国及び愛知県の状況

国及び愛知県の調査結果では、食品ロスについての認知度（「よく知っている」「ある程度

知っている」と答えた人の割合）は、全国では79.4％、愛知県では83.8％でした。

出典：（全国）令和3（2021）年度消費者の意識に関する調査結果報告書 消費者庁他

（愛知県）環境に関するアンケート調査結果（愛知県）

(２)本市の状況

ア．食品ロスの認知度

令和４（2022）年度に実施した本市における市民意識調査では、食品ロスについての

認知度（「よく知っていた」「ある程度知っていた」と答えた人の割合）は93.2%と、全国、

愛知県の調査結果と比較して高い結果でした。

※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

問:食品ロスが問題となっていることを知っていますか？

選択肢
全国

(令和２年度 消費者庁調べ)

愛知県

（令和２年度 愛知県調べ）

よく知っている 20.0%
79.4％

31.4%
83.8％

ある程度知っている 59.4% 52.4%

あまり知らない 13.1% 10.4%

全く知らない 7.5% 5.8%

問:あなたは食品ロス問題を知っていましたか？

選択肢
長久手市

令和４年度 市民意識調査

①よく知っていた 36.3%
93.2％

②ある程度知っていた 56.9%

③あまり知らなかった 4.9%

④はじめて聞いた 0.3%

無回答 1.7％

①よく知っていた

36.3%

②ある程度知っていた

56.9%

③あまり知らな

かった

4.9%

④ はじめて聞いた

0.3%

無回答

1.7%
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イ．食品ロスの内容

家庭から出る食品ロスの内容については、「食品ロスはほとんど出ない」と答えた人が

33.0%と最も多く、次いで食べ残しが26.1％、未使用・手つかずの食品が21.3%でした。

※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

ウ．食品ロスの削減の取組内容

食品ロスを減らすための取組内容については、「⑤賞味期限を過ぎても食べられるか

自分で判断する」を選択した人が最も多く、次いで、「⑫残さず食べる」「③冷凍保存を活

用する」となっていました。

選択肢

①料理をつくりすぎない 46.5%

②調理くずが出ないように料理に工夫をしている 21.9%

③冷凍保存を活用する 57.2%

④残った料理を別の料理にする 32.5%

⑤賞味期限を過ぎても、食べられるか自分で判断する 59.6%

⑥買い物に行く前に、冷蔵庫の在庫食品を確認する 52.2%

⑦陳列棚の前の商品から購入する 12.8%

⑧小分け商品、ばら売り等、食べきれる量を購入する 29.8%

⑨飲食店等で注文しすぎない 26.4%

⑩メニューになくても、「少なめ」「小盛り」を頼む 15.5%

⑪好き嫌いをしない 21.5%

⑫残さず食べる 57.4%

⑬その他 1.6%

⑭特にない 0.6%

問:食品ロスを減らすためにどのようなことに取り組んでいますか。
該当するものすべてをお答えください。

回答率

問:あなたの家庭で出る食品ロスは、主にどのようなものが多

いですか。最も多いもの１つをお答えください。

選択肢 回答率

①食べ残し 26.1%

②未使用・手つかずの食品 21.3%

③過剰除去（野菜の皮を厚めにむく等） 16.5%

④食品ロスはほとんど出ない 33.0%

⑤その他 1.6%

無回答 1.4％

①食べ残し

26.1%

②未使用・手

つかずの食品

21.3%

③過剰除去（野菜の皮を厚

めにむく、等）

16.5%

④食品ロス

はほとんど

出ない

33.0%

⑤その他

1.6%
無回答

1.4%
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エ．食品ロスを認知して、取組を実践している人の割合

食品ロスを認知して（「知っていた」「ある程度知っていた」と回答した人）、食品ロスを減

らすための取組を実践している人の割合は、以下のとおりでした。

食品ロスを認知して、食品ロスを減らすための取組をしている人の割合

選択肢 回答率

１つ以上の取組を実践している人 92.5%

２つ以上の取組を実践している人 83.3%

３つ以上の取組を実践している人 73.0％

４つ以上の取組を実践している人 55.7％
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第３章 基本理念・目標

３-１ 基本方針

食品ロス削減は、ごみ処理基本計画の基本施策の１つです。ごみ処理基本計画の将来像「み

んなでつくろう循環型のまち～ごみ減量で実現する 持続可能なまちづくり～」を基本とし、今ま

で以上に食品ロス削減を楽しみながらみんなでチャレンジする意味を込めて、将来像を以下のよ

うに定めます。

３-２ 目標

(１)食品ロスの削減量の目標

国や愛知県では平成１２（２０００）年度比で令和１２（２０３０）年度までに食品ロス量を半減

するという目標を立てていますが、本市には平成１２（２０００）年度の食品ロス量を推計する

データはありません。そのため、国や愛知県が目標としている削減割合を使用し、国や愛知

県の目標値を比較し、本市の目標値を設定します。

図 39のように国の食品ロス削減目標値が平成１２（２０００）年度から令和１５（２０３３）年

度まで均等に削減すると仮定した場合、本市の基準年度の令和４（２０22）年度までの２２年

間では、平成１２（２０00）年度と比較して３７％の削減割合となります。また、目標年度であ

る令和１５（２０３３）年度までの３３年間では、平成１２（２０00）年度と比較して５５％の削減

割合となります。

図 39 国の食品ロス削減目標（家庭系）と長久手市の目標年度における削減率
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図 39の令和４（２０22）年度と令和１５（２０３３）年度の削減割合から、基準年度から目

標年度に必要な削減率を求めると以下のとおりとなります。

目標年度に必要な削減率＝（45％÷63％－1）×100≒▲29％

令和４（２０22）年度の本市の１人１日当たりの家庭系食品ロス量は、76g/人日と試算さ

れることから、この削減率２９％に基づいた本市の家庭系食品ロス量の削減目標は以下の

とおりとなります。

国の削減率目標に基づく目標年度の食品ロス削減量＝76g×２９％＝2２ｇ

以上より、本市では食品ロス削減量２２ｇを削減目標とし、表 18に示すように食品ロス量

の目標値を定めます。

表 18 長久手市の家庭系食品ロス量の目標値
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R4年度から

２９％削減

指標

基準年度 目標年度

目標達成まで
令和４年度 令和１５年度

１人１日当たり

家庭系食品ロス量
76（g/人日） 54（g/人日）

22（g/人日）減量

スライスチーズ１枚分です。
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(２)食品ロスに対する意識の目標

令和４（２０22）年度に実施した市民アンケート調査結果において、食品ロス問題を認知

している人の割合は93.2％で、全国、愛知県の調査結果と比較して高い結果となっていま

す。

本市では、市民にさらに食品ロスへの理解を高め、行動につなげてもらうように、目標年

度の令和１５（２０33）年度までに食品ロス問題の認知度を98％に、食品ロスを認知して１つ

以上の取組を実践している人の割合を９5％にすることを目標とします。

指標

基準年度 目標年度

令和４年度 令和１５年度

食品ロス問題の認知度 93.2％ ９8％

食品ロス問題を認知して１つ以上の取組を実

践している人の割合
92.5％ ９５％
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第４章 基本的施策の推進

４-１ 発生抑制を目的とした施策の展開

(１)市民や事業者に対する食品ロスに関する知識の普及啓発

ア．講習会・研修会等の実施

本市ではこれまでに、食品ロス削減につながる広報ながくての特集記事やながくてご

み減量化通信による啓発、さらに１０月は食品ロス削減月間としてホームページ等で呼び

かける等、食品ロスに関する知識の普及啓発に努めてきました。今後も、さまざまな手段

による普及啓発を検討していきます。

イ．環境教育のための啓発資材の作成・配布

a.未就学児童～小学校低学年

小さな頃から食べ物を大切にする心や「もったいない」という心を育めるような、未就

学児童や小学校低学年向けのポスターや紙芝居等の教材、親子で取り組めるようなエ

コクッキングレシピの紹介を検討します。

b.小学校高学年

本市では令和元（２０19）年度まで、市内在住の親子で参加できる親子エコクッキン

グ教室を開催していました。今後は家庭で実践できる、環境にやさしい調理やごみの

減量、食材をうまく使いきる方法を盛り込んだエコクッキングレシピの紹介等、家庭や

学校で取り組める食品ロスの削減につながる啓発・教育資材の検討を継続して実施し

ます。

c.中学生以上～一般市民

中学生以上の生徒や大学生、一般市民向けには食品ロスの実態や、食品ロスを減

らすために各自が取り組むことのできる内容をまとめた家庭用食品ロス対策リーフレッ

トを作成し、周知・啓発を推進します。また、広報ながくてやながくてごみ減量化通信で

の食品ロス削減の啓発についても定期的に実施します。

ウ．SNS 等を活用した情報の発信

従来からの情報発信方法である広報ながくてやながくてごみ減量化通信に加え、ごみ

出し支援アプリ（さんあ～る）や市ＳＮＳ、ケーブルテレビ等の新しい情報発信手段を利用

して、食品ロス削減に関する様々な知識、情報を発信し、普及啓発に努めます。
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(２)家庭における食品ロス削減の推進

ア．エコクッキングの推進

家庭用食品ロス対策リーフレット等にエコクッキングレシピを掲載するだけでなく、各種

情報媒体に展開し、レシピを定期的に変更する等、多くの人に見てもらえるような工夫を

して、エコクッキングを推進します。

さらに、エコレシピ（廃棄の少ない料理の作り方）や余った料理のリメイク（アレンジ）レ

シピ等のレシピブックの配布や市ＳＮＳでの配信、エコクッキング教室の実施等を通して

市全体でエコクッキングの推進に取り組みます。

イ．３きり運動の推進

食材は「使いきり」、調理したものは「食べきり」、生ごみはしっかり「水きり」をする「３き

り運動」の推進に向けた情報発信を行います。あわせて、食材を使いきるための賞味期

限と消費期限に関する正しい知識を普及することにより、無駄に廃棄される食品を抑制

することに努めます。

生ごみの「水切り」については、市民に浸透した取組となっていますが、今後も水切りに

対する情報発信を継続します。

ウ．手つかず食品の廃棄削減

組成調査では、未開封のまま捨てられているものや、開封済みですが半分以上残った

まま捨てられている食品が見られました。これらの手つかず食品の廃棄削減のため、以下

の行動を促す啓発方法を検討します。

・少量や小分け、量り売りの食品を購入

・冷蔵庫の中身を把握して買い物メモを作ってから買い物に行く

・自分や家族が食べられる量を把握した上で買い物をする

・利用した分だけ買い足す「ローリングストック法」

・賞味期限間近な食品は、フードドライブ等の活用も検討する

エ．フードドライブの推進

「フードドライブ」とは、家庭で眠っている食品を寄付してもらい、フードバンクを通して、

支援を必要とする個人、団体に食品を提供することです。本市ではこれまで社会福祉協

議会が実施するフードドライブ事業を支援しており、今後もこの取組を継続して支援しま

す。
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(３)事業所における食品ロス削減の推進

ア．「３０１０（さんまるいちまる）運動」の推進

本市では、これまでホームページ等で、宴会や会食で、最初の30分間と最後の10分間

は食べる時間を設けて食べ残しを減らす「３０１０（さんまるいちまる）運動」を紹介し、推進

してきました。今後は、さらに店舗等において「３０１０（さんまるいちまる）運動」を推進する

ため、啓発媒体を増やす等、啓発を強化します。

イ．「てまえどり」の促進

「てまえどり」とは、購入してすぐに食べる場合に、商品棚の手前にある商品等、販売期

限の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動です。

販売店舗側が、手軽に消費者に「てまえどり」を促せるような啓発資材を検討します。

ウ．「ばら売り、量り売り、割引による販売」の促進

小売店において、「ばら売り、量り売り、割引による販売」を推進し、消費者が必要な分

量だけを購入できる取組を促せるような啓発方法を検討します。

エ．フードシェアリングサービス導入の検討

フードシェアリングサービスは、廃棄されてしまう商品を消費者のニーズとマッチングさ

せることで食品ロスの発生や、無駄を減らす仕組みです。

本市では地域の協力店舗と市民をつなげ、食品ロスを削減するフードシェアリングサ

ービスの導入の可能性を研究します。
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４-２ 循環型社会の推進に向けた施策の展開

(１)未利用食品の有効利用に向けた取組

家庭において発生する賞味期限間近の食品や、事業所等において発生する余剰在庫

等の食品を、こども食堂や食べ物を必要とされる方へ提供する等、市民・関連団体・事業

者が連携して、未利用食品の有効活用を引き続き推進するものとします。

(２)災害用備蓄食料品・飲料水の有効活用

賞味期限が近づき、備蓄品としての取扱いを終える災害用備蓄食料品・飲料水を、地

域の防災訓練や市民参加の講習会で啓発品として配布すること等により、廃棄しない取

組を検討し、こうした取組と併せてフードドライブ等を活用し、必要とする人へ提供する取

組も推進します。

４-３ 推進体制の整備に向けた施策の展開

(１)食品ロスに関するごみ組成調査の実施

令和4（２０22）年度に食品ロスの発生状況を把握するために実施した生ごみの分類

項目と同じ分類にて今後も継続してごみ組成調査を実施し、食品ロスの実態把握とモニ

タリング、及び結果に対する取組を引き続き検討します。

(２)事業者との連携による推進体制の整備

食品ロス削減に関する情報を事業者と連携して発信したり、食品ロス削減に向けた取

組を協働で実施する等、市内事業者との連携によって取組を推進する体制整備を検討し

ます。
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第５章 各主体の取組

市民、事業者、市は、目標の達成に向けて、以下のことに取り組みます。

５-１ 市民の取組

l 食品ロス削減につながる講習会や研修会等に積極的に参加しましょう。

l 食品ロス対策リーフレットや教材等を利用して食品ロス削減に取り組みましょう。

l エコレシピ等を参考にして、エコクッキングに取り組みましょう。

l 食材は「使いきり」、調理したものは「食べきり」、生ごみはしっかり「水きり」するように心がけ

ましょう。

l 賞味期限と消費期限の違いを理解し、少量や小分け、量り売りの食品を購入したり、冷蔵庫

の中身を把握してから必要なものだけ買い物に行く等、手つかずのまま廃棄する食品が出な

いように工夫しましょう。

l 宴会や会食で、最初の30分間と最後の10分間は食べる時間を設けて食べ残しを減らす

「３０１０（さんまるいちまる）運動」を心がけましょう。

l 食品を購入する際は、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を積極的に選び

ましょう。

l 賞味期限の近づいた災害用備蓄食料品・飲料水や未利用食品を廃棄せず、フードドライブな

どを利用しましょう。

５-２ 事業者の取組

《事業者全体での取組》

l 食品ロス削減につながる講習会や研修会等に積極的に参加しましょう。

l 未利用食品の有効利用を進めましょう。

l 賞味期限が近づいた災害用備蓄食料品を有効活用しましょう。

《a.製造業》

l 製造過程における原材料のロスを削減しましょう。

l 製造方法の見直しや、保存用の容器包装を工夫して賞味期限を延長しましょう。

l 賞味期限表示の大括り化に取り組みましょう。（年月日から年月表示への移行）

l 需要予測の高度化や発注時期の調整をサプライチェーン全体で推進しましょう。

l 消費実態に合わせて販売容量を適正化しましょう。

l 製造時の型崩れ品をばら売りする等、製品ロスを削減しましょう。

《b.卸売業・小売業》

l 需要予測の高度化や発注時期の調整をサプライチェーン全体で推進しましょう。

l 納品期限（賞味期限を３等分して設定される「３分の１ルール」）を緩和し、物流、保管、廃棄コ

ストを削減しましょう。

l 賞味期限・消費期限に近い食品を売り切るため対策を推進しましょう。

l てまえどりを消費者に促すように工夫しましょう。
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l ばら売りを推進しましょう。

《c.飲食サービス業、宿泊業》

l 消費者が食べきれる量を選択できる仕組みを導入しましょう。

l 消費者の消費特性を考慮した仕入れや提供を実施しましょう。

l ドギーバッグの導入を検討しましょう。

l 消費者へ「３０１０（さんまるいちまる）運動」を積極的に啓発しましょう。

《d.医療、福祉》

l 使用する食材を工夫して食品ロスを削減しましょう。

《a～d以外の業種》

l 食品ロス削減の重要性について理解を深め、社員等への啓発を行う等、食品ロス削減につな

がる取組を実践しましょう。

５-３ 市の取組

l 食品ロス削減につながる講習会や研修会の実施を検討します。

l 各世代にあわせた環境教育のための啓発資材を作成・配布します。

l 出前講座やＳＮＳ等を活用し、情報発信、普及啓発に努めます。

l エコクッキングの推進に取り組みます。

l 「３きり運動」の推進に向けた情報発信を行います。

l 賞味期限と消費期限に関する知識の啓発等、手つかず食品の廃棄を削減するための取組を

進めます。

l 事業者の積極的な食品ロス削減への取組を促します。

l 飲食店舗等において「３０１０（さんまるいちまる）運動」を推進するため、啓発を促進します。

l 販売店舗側が手軽に消費者に「てまえどり」を促せるような啓発資材を検討します。

l ばら売り等の販売を促せるような啓発資材を検討します。

l フードシェアリングサービス導入の可能性を研究します。

l フードドライブ事業の支援により市民・関連団体・事業者と連携しながら未利用食品の有効活

用を推進します。

l 賞味期限が近づき、備蓄品としての取扱いを終える災害用備蓄食料品・飲料水については、

地域の防災訓練や市民参加の講習会で啓発品として配布し、廃棄しない取組を検討し、こう

した取組と併せてフードドライブ等を活用し、必要とする人へ提供する取組を推進します。

l 食品ロスの把握のため、ごみ組成調査を実施します。
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第６章 計画の効果的な推進

６-１ 推進体制

食品ロス削減は、事業者、市民、行政が協力して推進する必要があります。市は中心となりそ

れぞれをつなぐ役割として、取組の推進に努めるものとします。

また、食品ロスの削減については、「循環型社会形成推進基本法」、「食品循環資源の再生利

用等の促進に関する法律」、「食育推進基本計画」、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」等多岐にわたる関連施策に

位置づけられていることから、市は食品ロス削減推進計画を推進するため各種情報収集や、市

役所内外の関連機関との連携に努めるものとします。

６-２ 進捗管理

食品ロス削減推進計画を着実に進めていくために、定期的に食品ロスの排出量を把握するこ

とにより、必要な改善策や新たな施策の展開につなげていくものとします。

また、取組状況や成果を広報紙やホームページ等により公表します。
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第４部 生活排水処理基本計画
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第１章 生活排水処理の現状

１-１ 生活排水の処理体系

(１)生活排水の処理フロー

本市では、単独公共下水道、農村集落家庭排水施設、合併処理浄化槽での処理を推

進しています。

また、し尿くみ取り便槽、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽等から出るし尿及び浄化

槽汚泥については令和３（２０21）年度末までは尾張旭市長久手市衛生組合の香流苑で

処理していましたが、令和４（２０22）年度から日進市南部浄化センターにて日進市・東郷

町と共同処理を開始しました。

図 40 生活排水の処理フロー
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資料：下水道課

図 41 長久手市汚水適正処理構想構想図（令和４（２０22）年３月）
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(２)排水処理施設概要

長久手浄化センターは、公共下水道の終末処理施設として平成８（1996）年に供用を

開始しました。

また、平成２５（２０13）年４月からは長久手南部浄化センターが供用を開始しました。

農村集落家庭排水施設としては、熊張苑が昭和５６（1981）年から、前熊苑が平成８

（1996）年から供用を開始しています。

し尿・浄化槽汚泥は令和３（2021）年度末まで香流苑（尾張旭市長久手市衛生組合が

運営）で処理していましたが令和４（2022）年３月３１日をもって香流苑は閉鎖し、令和４

（2022）年度から日進市南部浄化センターにて日進市・東郷町と共同処理を開始しまし

た。

図 42 生活排水処理施設位置図
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表 19 排水処理施設の概要

施設名称・住所 項目 施設概要
長久手浄化センター 敷地面積 12,552.33 m2

長久手市坊の後106番地 計画処理面積 [全体計画]753.6ha　　　 [事業計画]736.2ha
計画人口 [全体計画]　45,510人　　[事業計画]44,630人
処理方式 水処理／標準活性汚泥法

汚泥処理／濃縮→脱水（ベルトプレス）→搬出
放流先 一級河川　香流川
供用開始年 [第1期]　　平成８年10月1日　　　　　6,000m3/日
処理能力（日最大） [第2期]　　平成15年10月1日　　　　12,000m3/日

[第3期]　　平成17年03月1日　　　　18,000m3/日
[第4期]　　令和３年４月１日　　　　22,800ｍ3/日

長久手南部浄化センター 敷地面積 13,900.36 m2

長久手市卯塚一丁目202番地 計画処理面積 [全体計画]145.7ha 　[事業計画]145.7ha
計画人口 [全体計画]12,710人  [事業計画]11,820人
処理方式 汚泥処理／脱水（多重板型スクリュープレス）→搬出
放流先 調整池放水路
供用開始年 平成25年4月1日　　　　5,600m3/日
処理能力（日最大）

熊張苑 敷地面積 2,005 m2

長久手市真行田40番地１ 計画区域面積 38.1　ha
計画処理対象人口 1,730人
処理方式 長時間曝気方式+生物接触化方式

汚泥処理／余剰汚泥を前熊苑へ圧送
放流先 一級河川　香流川
供用開始年 昭和56年10月17日　　　　796m3/日
処理能力（日最大）
計画日平均汚水量 570ｍ3/日

前熊苑 敷地面積 3,414 m2

長久手市前熊下田164番地 計画区域面積 44.0　ha
計画処理対象人口 2,640人
処理方式 水処理／JARUS仕様OD型（オキシデーションディッチ方式）

汚泥処理／濃縮→脱水（ベルトプレス）→場外搬出
放流先 一級河川　香流川
供用開始年 平成８年６月１日　　　　871m3/日
処理能力（日最大）
計画日平均汚水量 713ｍ3/日
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(３)生活排水処理形態別人口

本市の生活排水処理形態別の人口をみると、令和４（2022）年度末現在、計画処理区

域内人口は６０,７７０人で、処理形態別では、公共下水道が５１,２８４人、農村集落家庭排

水施設が３,２３７人、合併処理浄化槽が２,９６３人で、これら３つを合計した生活雑排水処

理人口は５７,４８４人で、生活排水処理率は94.６％となっています。

また、単独処理浄化槽が３,１５２人で、これも含めた水洗化人口は６０,６３６人、水洗化

率は99.８％となっています。

公共下水道人口が増加を続けており、合併処理浄化槽人口は横ばい傾向ですが、単

独処理浄化槽人口は減少傾向にあります。

表 20 生活排水処理形態別人口

出典：長久手市環境事業概要

(４)生活排水の処理主体

生活排水の処理主体は表 21のとおりです。

表 21 生活排水の処理主体

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

計画処理区域内人口（人） 58,545 59,499 60,035 60,352 60,770

水洗化・生活雑排水処理人口（人） 54,482 55,570 56,457 56,851 57,484

2,913 3,146 2,891 2,683 2,963

3,122 3,119 3,180 3,211 3,237

48,447 49,305 50,386 50,957 51,284

3,864 3,742 3,416 3,357 3,152

3,864 3,742 3,416 3,357 3,152

し尿収集人口(人） 199 187 162 144 134

自家処理人口(人） 0 0 0 0 0

計画処理区域外人口(人） 0 0 0 0 0

下水道の普及状況 82.8% 82.9% 83.9% 84.4% 84.4%

生活排水処理率 93.1% 93.4% 94.0% 94.2% 94.6%

水洗化率 99.7% 99.7% 99.7% 99.8% 99.8%

農村集落家庭排水施設接続人口（人）

公共下水道水洗化人口(人）

水洗化・生活雑排水未処理人口(人）

単独処理浄化槽人口(人）

実績

合併処理浄化槽人口（人）

処理施設の種類 生活排水の種類 処理主体

公共下水道（単独公共下水道事業） し尿・生活雑排水 長久手市

農村集落家庭排水施設 し尿・生活雑排水 長久手市

合併処理浄化槽 し尿・生活雑排水 個人

単独処理浄化槽 し尿 個人

し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 日進市、長久手市、東郷町
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１-２ し尿・浄化槽汚泥処理

(１)し尿・浄化槽汚泥処理の体系

【収集･運搬】

し尿の処理は、公共下水道事業、農村集落家庭排水施設事業及び浄化槽を除いたす

べての便槽について委託により、一般家庭は原則として定額制で、事業者、商店及び便

所の構造上または使用方法が定額制にそぐわない一般家庭は従量制で行っています。

収集回数は、月１回の定額収集を基本とし、バキューム車によって収集しています。

浄化槽は、愛知県の登録を受けた保守点検事業者によって維持管理されており、清掃

については、市の許可を受けた清掃事業者が汚泥等の引き抜き、付属機器等の洗浄・掃

除をしています。

【処分方法】

本市のし尿・浄化槽汚泥は令和４（2022）年度から日進市南部浄化センターにて日進

市・東郷町と共同処理を開始しました。

出典：長久手市環境事業概要

図 43 し尿･浄化槽汚泥処理体系
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(２)し尿・浄化槽汚泥の処理施設

し尿･浄化槽汚泥処理は、くみ取り式便所のし尿と浄化槽汚泥を対象としています。令

和４（2022）年度からは日進市南部浄化センターにおいてし尿及び浄化槽汚泥を処理し

ています。

表 22 し尿・浄化槽汚泥処理施設概要

(３)し尿・浄化槽汚泥の処理量

令和４（2022）年度のし尿処理量は349kℓ、浄化槽汚泥は3,403kℓで、施設投入量

は3,752kℓ となっています。経年的にみると、令和３（2021）年度までは横ばい、令和４

（2022）年度にはし尿、浄化槽汚泥ともに減少しています。

表 23 し尿及び浄化槽汚泥の処理量の推移

出典：令和5（2023）年度長久手市環境事業概要

(４)処理費用

し尿・浄化槽汚泥の処理費用は一般会計決算額に対して0.4%～0.7%で推移してい

ます。

表 24 し尿・浄化槽汚泥処理費用

出典：令和5（2023）年度長久手市環境事業概要

施設名称・住所 項目 施設概要
【汚水処理】なし
【汚泥処理】公共下水道施設（汚泥処理系）へ投入
【資源化処理】なし

供用開始年月日 令和　４年　４月　１日　　

処理能力（日最大） 81.6ｍ
3
/日

日進市南部浄化センター
（し尿・浄化槽汚泥受入施設）
日進市浅田町西田面１５８

処理方式

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度

し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/年 4,365 4,376 4,434 4,656 3,752

し尿 kL/年 584 527 457 636 349

浄化槽汚泥 kL/年 3,781 3,849 3,977 4,020 3,403

１日あたりのし尿・浄化槽汚泥の収集・処理量 kL/日 12.0 12.0 12.1 12.8 10.3

し尿 kL/日 1.6 1.4 1.3 1.7 1.0

浄化槽汚泥 kL/日 10.4 10.5 10.9 11.0 9.3

（単位：千円）

年度 一般会計決算額 し尿・浄化槽汚泥
処理事業総経費 比率 対前年度比

平成30年度 18,455,536 72,249 0.4% －

令和元年度 20,334,570 84,506 0.4% 17.0%

令和２年度 27,390,461 163,673 0.6% 93.7%

令和３年度 22,130,372 164,413 0.7% 0.5%

令和４年度 23,762,935 129,434 0.5% -21.3%
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第２章 生活排水処理基本計画

２-１ 基本方針

生活排水処理基本計画ではごみ処理基本計画の将来像「みんなでつくろう循環型のまち」を

基本とし、生活排水の適正処理によりきれいな水環境を守り、育てる意味を込めて、将来像を以

下のように定めます。

将来像に基づき、生活排水を適正に処理していくことを目標とし、今後も公共下水道や農村集

落家庭排水施設の整備区域内においては下水処理施設への接続を促進します。

２-２ 生活排水処理施設の整備計画

(１)公共下水道

本市の公共下水道事業は、単独公共下水道事業により整備を進めてきました。令和４

（2022）年度末において、市街化区域は整備が完了しており、公共下水道普及率は

90.3％です。

今後は、長久手市下水道ストックマネジメント計画に基づき下水道施設の耐震化・長寿命

化を行うとともに、下水道整備済地区内の未接続世帯に対する早期の接続促進が必要とな

っています。

(２)農村集落家庭排水施設

本市の農村集落家庭排水施設事業は、熊張地区が昭和56（1981）年度に、前熊・岩作

東地区が平成8（1996）年度に供用開始し、両地区を合わせて82.1haが整備完了してい

ます。

今後は、老朽化による農村集落家庭排水施設の修繕・更新を行う必要があります。

(３)合併処理浄化槽

ア．現状と課題

合併処理浄化槽の利用者は横ばい傾向、単独処理浄化槽の利用者数は減少傾向

にあり、令和４（2022）年度は合併処理浄化槽人口が全体の4.9％、単独処理浄化槽

人口が全体の5.2％です。

引き続き合併浄化槽への転換の促進を進め、公共下水道や農村集落家庭排水施設

の整備区域内においては下水処理施設への接続を促していく方針です。
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イ．整備計画

合併処理浄化槽を活用している世帯については、浄化槽の能力維持のため、浄化

槽の定期的な保守点検、清掃、法定検査の実施等、維持管理を徹底するよう指導して

いきます。

２-３ し尿・浄化槽汚泥処理計画

(１)収集・運搬計画

し尿の収集･運搬については、現行どおり委託事業者が直接収集します。

浄化槽汚泥については、現行どおり市の許可業者（浄化槽清掃業者）が収集します。

(２)汚泥処理計画

本市のし尿・浄化槽汚泥は令和４（2022）年度から日進市南部浄化センターにて日進

市・東郷町と共同処理を開始しました。今後も引き続き、日進市南部浄化センターにおけ

る処理を継続します。

２-４ その他

(１)市民に対する広報・啓発活動

生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性について、市民への周知を図るため、広

報やホームページ等での情報提供、イベントや集会等の機会を利用した啓発活動等を進

めます。

特に生活雑排水については、食物残さ、油、多量の洗剤等で汚れた生活雑排水を流さ

ないように啓発するとともに、水切りネット等家庭でできる生活排水対策を紹介します。

また、浄化槽の定期的な保守点検、清掃及び法定検査については、広報紙等を通じて

周知徹底を図ります。

(２)水質に関する諸計画との関係

生活排水対策として実施する諸事業については、下水道計画及び市環境基本計画等

の諸計画との整合を図ります。
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参考資料１ 市民意識調査 調査票
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参考資料２ ごみの組成
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１-１ ごみの組成

(１)ごみ組成調査の概要

実施日：令和４（2022）年１２月２０日～２３日

調査実施地区：①地区：一般マンション

②地区：長久手市西部の住宅

③地区：学生マンション

④地区：長久手市東部の住宅

表 1 調査地区と日程

(２)サンプル採取

サンプルの採取は、市の職員等が各地区のごみ袋を約２０袋採取し、開袋、分類した上

で重量を計量しました。

ごみ種別 地 区 生活形態 備 考

もえるごみ ①地区 一般マンション 令和４年１２月２２日

②地区 長久手西部の住宅 令和４年１２月２２日

③地区 学生マンション 令和４年１２月２０日

④地区 長久手東部の住宅 令和４年１２月２０日

もえないご

み

①地区
一般マンション 令和４年１２月２０日

②地区 長久手西部の住宅 令和４年１２月２３日

③地区 学生マンション 令和４年１２月２２日

④地区 長久手東部の住宅 令和４年１２月２２日
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(３)分類項目

表 2 もえるごみの分類項目

大分類 No 小分類

生ごみ 1 調理くず

2 食べ残し

3 その他 ペットフード、茶カス、コーヒーカス等

4
直接廃棄
(賞味期限が切れていないもの)

賞味期限の判別ができるもののうち、賞味期限が
切れる前に手付かずのまま廃棄されたもの

5
直接廃棄
(賞味期限切れ・賞味期限判別不能)

賞味期限が判別できないものや、賞味期限が切れ
ているもののうち、手付かずのまま廃棄されたもの

紙類・布類 6 新聞

7 段ボール

8 飲料用紙パック

9 雑誌

10 雑紙

11 紙おむつ

12 リサイクル不可能な紙類

13 布類

14 ビニール、プラスチック製ボトル等

15 レジ袋

16 白色トレイ

17 着色トレイ

18 ペットボトル

プラスチック類

19
プラスチック製品①
(国による特定プラスチック製品（１２品目))

【コンビニエンスストア・スーパー等でもらえるもの】
❶フォーク

❷スプーン

❸テーブルナイフ

➍マドラー
❺飲料用ストロー

【ホテル・旅館等でもらえるもの】

❻ヘアブラシ

❼くし

❽かみそり

❾シャワーキャップ

❿歯ブラシ

【クリーニング店等でもらえるもの】

⓫衣類用ハンガー

⓬衣類用カバー

20
プラスチック製品②
(①以外)

プラスチック製品のうち、①の１２品目以外のもの

その他もえるごみ 21 ゴム・皮革類

22 木・草類

23 その他もえるごみ

びん・かん類 24 空き瓶

25 スチール缶

26 アルミ缶

27 スプレー缶

もえないごみ 28 金属、ガラス、陶器、小型家電等

有害物 29 電池類、処理困難物

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 Lサイズ（３４L）、Sサイズ（２３L）、SSサイズ（１５L）

プラスチック製容器包装
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表 3 もえないごみの分類項目

大分類 No 小分類

金属 1 金属

ガラス 2 ガラス

陶器 3 陶器

蛍光灯 4 蛍光灯

小型家電 5 小型家電

有害物 6 有害物

もえるごみ 7 生ごみ

8
プラスチック製品①
(国による特定プラスチック製品（１２品目）)

【コンビニエンスストア・スーパー等でもらえるもの】
❶フォーク

❷スプーン

❸テーブルナイフ

➍マドラー
❺飲料用ストロー

【ホテル・旅館等でもらえるもの】

❻ヘアブラシ

❼くし

❽かみそり

❾シャワーキャップ

❿歯ブラシ

【クリーニング店等でもらえるもの】

⓫衣類用ハンガー

⓬衣類用カバー

9
プラスチック製品②
(①以外)

プラスチック製品のうち、①の１２品目以外のもの

10 その他もえるごみ

資源 11 紙類

12 ペットボトル

13 プラスチック製容器包装 トレイを含む

14 布類

15 空き瓶

16 空き缶

17 スプレー缶

18 電池類

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 Lサイズ（３４L）、Sサイズ（19L）
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(４)もえるごみの調査結果

ア．４地区合計の結果と地区の比較

各地区の組成調査結果及び４地区合計の結果を表 4に示します。

表 4 もえるごみ調査結果一覧

※四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

：可燃物 ：食品ロス ：もえるごみ中の資源

①地区（一
般マンショ
ン）

②地区（長
久手西部の
住宅）

③地区（学
生マンショ
ン）

④地区（長
久手東部の
住宅）

重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 割合(%) 重量(kg) 割合(%)

1 調理くず 15.21 15.76 6.00 11.87 48.84 20.2%

2 食べ残し 2.15 3.36 4.06 6.23 15.80 6.5%

3 その他 2.28 1.45 0.51 0.42 4.66 1.9%

4
直接廃棄（賞味期限が切
れていないもの）

0.13 0.00 0.00 2.39 2.52 1.0%

5
直接廃棄（賞味期限切
れ・賞味期限判別不能）

2.62 1.22 2.05 10.30 16.19 6.7%

6 新聞 1.82 0.23 0.37 1.16 3.58 1.5%

7 段ボール 0.53 0.57 6.70 0.18 7.98 3.3%

8 飲料用紙パック 0.42 0.66 0.44 0.38 1.90 0.8%

9 雑誌 1.01 0.46 0.44 1.43 3.34 1.4%

10 雑紙 6.74 5.56 4.57 5.02 21.89 9.0%

11 紙おむつ 3.17 1.91 0.00 0.18 5.26 2.2%

12
リサイクル不可能な
紙類

1.05 1.49 0.62 0.63 3.79 1.6%

13 布類 1.03 4.81 1.50 2.17 9.51 3.9%

14
ビニール、プラスチッ
ク製ボトル等

7.77 6.13 5.32 4.25 23.47 9.7%

15 レジ袋 0.55 0.17 0.92 0.50 2.14 0.9%

16 白色トレイ 0.07 0.06 0.12 0.06 0.31 0.1%

17 着色トレイ 0.20 0.09 0.07 0.03 0.39 0.2%

18 ペットボトル 0.31 0.30 1.24 0.67 2.52 1.0%

19
プラスチック製品①
（国による特定プラスチッ

ク製品（１２品目））

0.04 0.24 0.07 0.10 0.45 0.2%

20
プラスチック製品②
（①以外）

0.72 3.49 1.18 9.64 15.03 6.2%

21 ゴム・皮革類 0.00 0.35 0.00 0.91 1.26 0.5%

22 木・草類 0.99 0.83 0.19 1.41 3.42 1.4%

23 その他もえるごみ 13.05 12.22 5.88 12.83 43.98 18.2%

24 空き瓶 0.13 0.10 0.00 0.00 0.23 0.1%

25 スチール缶 0.11 0.02 0.01 0.00 0.14 0.1%

26 アルミ缶 0.00 0.00 0.21 0.07 0.28 0.1%

27 スプレー缶 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.1%

もえないごみ 28
金属、ガラス、陶器、
小型家電等

0.95 0.08 0.06 0.29 1.38 0.6% 1.38 0.6%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.0% 0.01 0.0%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 0.45 0.54 0.46 0.24 1.69 0.7% 1.69 0.7%

63.66 62.10 43.00 73.36 242.12 100.1% 242.12 100%

可燃物 36.96 38.28 14.91 38.23 128.38 53.0%

もえるごみ中の資源 21.80 19.24 21.97 16.21 79.22 32.7%

食品ロス 4.90 4.58 6.11 18.92 34.51 14.3%

その他 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.0%

23.6%紙類・布類

その他もえるごみ 48.66 20.1%

28.83 11.9%

15.48 6.4%

プラスチック製容器包装

プラスチック類

再分類

合計

88.01

大分類 No. 小分類

生ごみ

びん・かん類

合計

大分類合計

0.81

36.3%

0.3%

57.25
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①地区（一般マンション）は４地区合計に構成比率が近く生ごみが最も多く35.2％、次

いで紙類・布類が24.8％でした。４地区合計と比較するとプラスチック製容器包装

の割合が多くなっています。

②地区（長久手西部の住宅）は４地区合計に構成比率が最も近いといえます。生ごみ

が最も多く35.1％、次いで紙類・布類が25.3％でした。

③地区（学生マンション）は紙類・布類が最も多く34.0％、次いで生ごみが29.3％で

した。他地区と比較して紙類・布類及びプラスチック製容器包装が多いのが特徴で

す。

④地区（長久手東部の住宅）は生ごみが最も多く42.5％、次いでその他もえるごみが

20.7％でした。他地区と比較して生ごみ及びプラスチック類が多いのが特徴です。

図 1 大分類項目の４地区合計と各地区の割合

生ごみ

36.3%
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7.5%

プラスチック類

13.3%

その他もえる

ごみ

20.7%

びん・かん類

0.1%

もえないごみ

0.4% 有害物

0.0% 指定ごみ袋

0.3%

④地区（長久手東部の住宅）
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①地区（一般マンション）と②地区（長久手西部の住宅）は４地区合計と概ね同じ比率と

なっています。

③地区（学生マンション）はもえるごみ中の資源が５１．１％と多く、分別が行き届いてい

ないことがうかがえます。

④地区（長久手東部の住宅）は４地区合計と比較して食品ロスが２５．８％と多くなって

います。

図 2 可燃物、資源、食品ロスの割合

可燃物

53.0%もえるごみ中の

資源

32.7%

食品ロス

14.3%

その他

0.0%

4地区合計

可燃物

58.1%

もえるごみ中の

資源

34.2%

食品ロス

7.7%

その他

0.0%

①地区（一般マンション）

可燃物

61.6%

もえるごみ中の

資源

31.0%

食品ロス

7.4%

その他

0.0%

②地区（長久手西部の住宅）

可燃物

34.7%

もえるごみ中の

資源

51.1%

食品ロス

14.2%

その他

0.0%

③地区（学生マンション）

可燃物

52.1%

もえるごみ中の

資源

22.1%

食品ロス

25.8%

その他

0.0%

④地区（長久手東部の住宅）
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イ．①地区（一般マンション）組成調査結果詳細

図 3 組成調査結果（①地区 一般マンション）

割合

1 調理くず 23.89%

2 食べ残し 3.38%

3 その他 3.58%

4 直接廃棄（賞味期限が切れていない） 0.20%

5 直接廃棄（賞味期限切れ・判別不能） 4.12%

6 新聞 2.86%

7 段ボール 0.83%

8 飲料用紙パック 0.66%

9 雑誌 1.59%

10 雑紙 10.59%

11 紙おむつ 4.98%

12 リサイクル不可能な紙類 1.65%

13 布類 1.62%

14 ビニール、プラスチック製ボトル等 12.21%

15 レジ袋 0.86%

16 白色トレイ 0.11%

17 着色トレイ 0.31%

18 ペットボトル 0.49%

19 プラスチック製品①※ 0.06%

20 プラスチック製品②※ 1.13%

21 ゴム・皮革類 0.00%

22 木・草類 1.56%

23 その他もえるごみ 20.50%

24 空き瓶 0.20%

25 スチール缶 0.17%

26 アルミ缶 0.00%

27 スプレー缶 0.25%

もえないごみ 28 金属、ガラス、陶器、小型家電等 1.49%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.00%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 0.71%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

7.70%食品ロス【2,4,5】

びん・かん類

種類

生ごみ

合計

紙類・布類

プラスチック製容器
包装

プラスチック類

その他もえるごみ

調理くず

23.89%

食べ残し

3.38%

その他

3.58%

直接廃棄（賞味期限が切れ

ていない）

0.20%

直接廃棄（賞味期限切れ・

判別不能）
4.12%新聞

2.86%

段ボール

0.83%

飲料用紙パック

0.66%

雑誌

1.59%

雑紙

10.59%
紙おむつ

4.98%

リサイクル不可能な紙類

1.65%

布類

1.62%

ビニール、プラスチック製

ボトル等
12.21%

レジ袋

0.86%

白色トレイ

0.11%

着色トレイ

0.31%

ペットボトル

0.49%

プラスチック製品①※

0.06%

プラスチック製品②※

1.13%

ゴム・皮革類

0.00%

木・草

類
1.56%

その他もえるごみ

20.50%

空き瓶

0.20%

スチール缶

0.17%

アルミ缶

0.00%

スプレー缶

0.25%

金属、ガラス、陶器、小型

家電等
1.49%

電池類、処理困難物

0.00%
指定ごみ袋

0.71%



9

ウ．②地区（長久手西部の住宅）組成調査結果詳細

図 4 組成調査結果（②地区 長久手西部の住宅）

割合

1 調理くず 25.39%

2 食べ残し 5.41%

3 その他 2.33%

4 直接廃棄（賞味期限が切れていない） 0.00%

5 直接廃棄（賞味期限切れ・判別不能） 1.96%

6 新聞 0.37%

7 段ボール 0.92%

8 飲料用紙パック 1.06%

9 雑誌 0.74%

10 雑紙 8.95%

11 紙おむつ 3.08%

12 リサイクル不可能な紙類 2.40%

13 布類 7.75%

14 ビニール、プラスチック製ボトル等 9.87%

15 レジ袋 0.27%

16 白色トレイ 0.10%

17 着色トレイ 0.14%

18 ペットボトル 0.48%

19 プラスチック製品①※ 0.39%

20 プラスチック製品②※ 5.62%

21 ゴム・皮革類 0.56%

22 木・草類 1.34%

23 その他もえるごみ 19.68%

24 空き瓶 0.16%

25 スチール缶 0.03%

26 アルミ缶 0.00%

27 スプレー缶 0.00%

もえないごみ 28 金属、ガラス、陶器、小型家電等 0.13%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.00%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 0.87%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

7.37%

びん・かん類

合計

食品ロス【2,4,5】

種類

生ごみ

紙類・布類

プラスチック製容器
包装

プラスチック類

その他もえるごみ

調理くず

25.39%

食べ残し

5.41% その他

2.33%

直接廃棄（賞味期限が切れ

ていない）

0.00%

直接廃棄（賞味期限切れ・

判別不能）
1.96%

新聞

0.37%
段ボール

0.92%

飲料用紙パック

1.06%

雑誌

0.74%

雑紙

8.95%

紙おむつ

3.08%
リサイクル不可能な紙類

2.40%

布類

7.75%ビニール、プラスチック製

ボトル等

9.87%

レジ袋

0.27%

白色トレイ

0.10%

着色トレイ

0.14%

ペットボトル

0.48%

プラスチック製品①※

0.39%

プラスチック製品②※

5.62%

ゴム・皮革類

0.56%

木・草類

1.34%
その他もえるごみ

19.68%

空き瓶

0.16%

スチール缶

0.03%

アルミ缶

0.00%

スプレー缶

0.00%
金属、ガラス、陶器、小型

家電等

0.13%
電池類、処理困難物

0.00%

指定ごみ袋

0.87%



10

エ．③地区（学生マンション）組成調査結果詳細

図 5 組成調査結果（③地区 学生マンション）

割合

1 調理くず 13.95%

2 食べ残し 9.44%

3 その他 1.19%

4 直接廃棄（賞味期限が切れていない） 0.00%

5 直接廃棄（賞味期限切れ・判別不能） 4.77%

6 新聞 0.86%

7 段ボール 15.61%

8 飲料用紙パック 1.02%

9 雑誌 1.02%

10 雑紙 10.63%

11 紙おむつ 0.00%

12 リサイクル不可能な紙類 1.44%

13 布類 3.49%

14 ビニール、プラスチック製ボトル等 12.37%

15 レジ袋 2.14%

16 白色トレイ 0.28%

17 着色トレイ 0.16%

18 ペットボトル 2.88%

19 プラスチック製品①※ 0.16%

20 プラスチック製品②※ 2.74%

21 ゴム・皮革類 0.00%

22 木・草類 0.44%

23 その他もえるごみ 13.67%

24 空き瓶 0.00%

25 スチール缶 0.02%

26 アルミ缶 0.49%

27 スプレー缶 0.00%

もえないごみ 28 金属、ガラス、陶器、小型家電等 0.14%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.02%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 1.07%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

14.21%

びん・かん類

合計

食品ロス【2,4,5】

種類

生ごみ

紙類・布類

プラスチック製容器
包装

プラスチック類

その他もえるごみ

調理くず

13.95%

食べ残し

9.44%

その他

1.19%

直接廃棄（賞味期限が切れ

ていない）
0.00%

直接廃棄（賞味期限切れ・

判別不能）

4.77%

新聞

0.86%

段ボール

15.61%

飲料用紙パック

1.02%雑誌

1.02%

雑紙

10.63%

紙おむつ

0.00%

リサイクル不可能な紙類

1.44%

布類

3.49%

ビニール、プラスチック製

ボトル等
12.37%

レジ袋

2.14%

白色トレイ

0.28%

着色トレイ

0.16%

ペットボトル

2.88%

プラスチック製品①※

0.16%

プラスチック製品②※

2.74%

ゴム・皮革類

0.00%

木・草類

0.44%

その他もえるごみ

13.67%

空き瓶

0.00%

スチール缶

0.02%

アルミ缶

0.49%

スプレー缶

0.00%
金属、ガラス、陶器、小型

家電等
0.14%

電池類、処理困難物

0.02%

指定ごみ袋

1.07%
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オ．④地区（長久手東部の住宅）組成調査結果詳細

図 6 組成調査結果（④地区 長久手東部の住宅）

割合

1 調理くず 16.17%

2 食べ残し 8.49%

3 その他 0.57%

4 直接廃棄（賞味期限が切れていない） 3.26%

5 直接廃棄（賞味期限切れ・判別不能） 14.04%

6 新聞 1.58%

7 段ボール 0.25%

8 飲料用紙パック 0.52%

9 雑誌 1.95%

10 雑紙 6.84%

11 紙おむつ 0.25%

12 リサイクル不可能な紙類 0.86%

13 布類 2.96%

14 ビニール、プラスチック製ボトル等 5.79%

15 レジ袋 0.68%

16 白色トレイ 0.08%

17 着色トレイ 0.04%

18 ペットボトル 0.91%

19 プラスチック製品①※ 0.14%

20 プラスチック製品②※ 13.14%

21 ゴム・皮革類 1.24%

22 木・草類 1.92%

23 その他もえるごみ 17.49%

24 空き瓶 0.00%

25 スチール缶 0.00%

26 アルミ缶 0.10%

27 スプレー缶 0.00%

もえないごみ 28 金属、ガラス、陶器、小型家電等 0.40%

有害物 29 電池類、処理困難物 0.00%

指定ごみ袋 30 指定ごみ袋 0.33%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

25.79%

びん・かん類

合計

食品ロス【2,4,5】

種類

生ごみ

紙類・布類

プラスチック製容器
包装

プラスチック類

その他もえるごみ

調理くず

16.17%

食べ残し

8.49%

その他

0.57%

直接廃棄（賞味期限が切れ

ていない）
3.26%

直接廃棄（賞味期限切れ・

判別不能）
14.04%

新聞

1.58%

段ボール

0.25%

飲料用紙パック

0.52%
雑誌

1.95%

雑紙

6.84%

紙おむつ

0.25%
リサイクル不可能な紙類

0.86%

布類

2.96%

ビニール、プラスチック製

ボトル等

5.79%

レジ袋

0.68%

白色トレイ

0.08%

着色トレイ

0.04%

ペットボトル

0.91%

プラスチック製品①※

0.14%

プラスチック製品②

※…

ゴム・皮革類

1.24%

木・草類

1.92%

その他もえるごみ

17.49%

空き瓶

0.00%

スチール缶

0.00%

アルミ缶

0.10%

スプレー缶

0.00%

金属、ガラス、陶器、小型

家電等
0.40%

電池類、処理困難物

0.00%

指定ごみ袋

0.33%
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(５)もえないごみの調査結果

ア．４地区合計の結果と地区の比較

各地区の組成調査結果及び４地区合計の結果を表 5に示します。

表 5 もえないごみ調査結果一覧

※四捨五入の関係で各数値と合計値は異なる場合があります。

①地区（一
般マンショ
ン）

②地区（長
久手西部の
住宅）

③地区（学
生マンショ
ン）

④地区（長
久手東部の
住宅）

重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 重量(kg) 割合(%)

金属 1 金属 23.52 12.62 18.20 17.03 71.37 19.2%

ガラス 2 ガラス 4.97 4.96 9.80 6.11 25.84 7.0%

陶器 3 陶器 4.80 8.91 31.60 24.82 70.13 18.9%

蛍光灯 4 蛍光灯 0.79 0.74 2.04 0.67 4.24 1.1%

小型家電 5 小型家電 41.02 21.29 15.48 6.80 84.59 22.8%

有害物 6 有害物 0.00 0.00 0.05 1.32 1.37 0.4%

7 生ごみ 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.1%

8 プラスチック製品①
（国による特定プラスチック製品（１２品目））

0.09 0.13 0.00 0.00 0.22 0.1%

9 プラスチック製品②（①以外） 24.96 10.75 8.47 13.34 57.52 15.5%

10 その他もえるごみ 8.03 9.76 13.43 4.73 35.95 9.7%

11 紙類 0.84 0.28 0.63 0.71 2.46 0.7%

12 ペットボトル 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

13 プラスチック製容器包装 0.12 0.16 0.04 0.24 0.56 0.2%

14 布類 0.43 0.00 2.44 0.22 3.09 0.8%

15 空き瓶 0.00 1.03 0.89 3.65 5.57 1.5%

16 空き缶 0.00 0.14 0.87 2.90 3.91 1.1%

17 スプレー缶 0.00 0.00 0.12 0.28 0.40 0.1%

18 電池類 0.66 0.56 0.14 0.11 1.47 0.4%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.55 0.71 0.90 0.55 2.71 0.7%

110.78 72.04 105.10 83.79 371.71 100.0%

大分類 No. 小分類
合計

合計

もえるごみ

資源



13

①地区（一般マンション）は小型家電が最も多く37.0％、次いでもえるごみが29.9％

でした。小型家電には11.6kgの空気除湿器が入っており小型家電の割合が大きく

なっています。

②地区（長久手西部の住宅）は小型家電が最も多く29.6％、次いでもえるごみが

28.7％でした。

③地区（学生マンション）は陶器が最も多く30.1％、次いでもえるごみが20.8％でした。

④地区（長久手東部の住宅）は陶器が最も多く29.6％、次いでもえるごみが２1.9％で

した。

図 7 大分類項目の４地区合計と各地区の割合

金属

19.2%

ガラス

7.0%

陶器

18.9%

蛍光灯

1.1%

小型家電

22.8%有害物

0.4%

もえるごみ

25.3%

資源

4.7%

指定ごみ袋

0.7%

4地区合計

金属

21.2%

ガラス

4.5%

陶器

4.3%

蛍光灯

0.7%小型家電

37.0%
有害物

0.0%

もえるごみ

29.9%

資源

1.9%

指定ごみ袋

0.5%

①地区（一般マンション）

金属

17.5%

ガラス

6.9%

陶器

12.4%

蛍光灯

1.0%

小型家電

29.6%

有害物

0.0%

もえるごみ

28.7%

資源

3.0%

指定ごみ袋

1.0%

②地区（長久手西部の住宅）

金属

17.3%

ガラス

9.3%

陶器

30.1%

蛍光灯

1.9%

小型家電

14.7%

有害物

0.0%

もえるごみ

20.8%

資源

4.9%

指定ごみ袋

0.9%

③地区（学生マンション）

金属

20.3%

ガラス

7.3%

陶器

29.6%

蛍光灯

0.8%

小型家電

8.1%
有害物

1.6%

もえるごみ

21.9%

資源

9.7%

指定ごみ袋

0.7%

④地区（長久手東部の住宅）
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イ．①地区（一般マンション）組成調査結果詳細

図 8 組成調査結果（①地区 一般マンション）

割合

金属 1 金属 21.23%

ガラス 2 ガラス 4.49%

陶器 3 陶器 4.33%

蛍光灯 4 蛍光灯 0.71%

小型家電 5 小型家電 37.02%

有害物 6 有害物 0.00%

7 生ごみ 0.00%

8 プラスチック製品① 0.08%

9 プラスチック製品② 22.53%

10 その他もえるごみ 7.25%

11 紙類 0.76%

12 ペットボトル 0.00%

13 プラスチック製容器包装 0.11%

14 布類 0.39%

15 空き瓶 0.00%

16 空き缶 0.00%

17 スプレー缶 0.00%

18 電池類 0.60%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.50%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

もえるごみ

資源

種類

合計

金属

21.23%
ガラス

4.49%

陶器

4.33%

蛍光灯

0.71%小型家電

37.02%

有害物

0.00%

生ごみ

0.00%

プラスチック製品①

0.08%

プラスチック製品②

22.53%

その他もえるごみ

7.25%

紙類

0.76%

ペットボトル

0.00%

プラスチック製容器包装

0.11%

布類

0.39%

空き瓶

0.00%

空き缶

0.00%

スプレー缶

0.00%
電池類

0.60%

指定ごみ袋

0.50%
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ウ．②地区（長久手西部の住宅）組成調査結果詳細

図 9 組成調査結果（②地区 長久手西部の住宅）

割合

金属 1 金属 17.52%

ガラス 2 ガラス 6.89%

陶器 3 陶器 12.37%

蛍光灯 4 蛍光灯 1.03%

小型家電 5 小型家電 29.54%

有害物 6 有害物 0.00%

7 生ごみ 0.00%

8 プラスチック製品① 0.18%

9 プラスチック製品② 14.92%

10 その他もえるごみ 13.55%

11 紙類 0.39%

12 ペットボトル 0.00%

13 プラスチック製容器包装 0.22%

14 布類 0.00%

15 空き瓶 1.43%

16 空き缶 0.19%

17 スプレー缶 0.00%

18 電池類 0.78%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.99%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

種類

もえるごみ

資源

合計

金属

17.52%

ガラス

6.89%

陶器

12.37%

蛍光灯

1.03%

小型家電

29.54%

有害物

0.00%

生ごみ

0.00%

プラスチック製品①

0.18%

プラスチック製品②

14.92%

その他もえるごみ

13.55%

紙類

0.39%

ペットボトル

0.00%

プラスチック製容器包装

0.22%

布類

0.00%

空き瓶

1.43%

空き缶

0.19%

スプレー缶

0.00%
電池類

0.78%

指定ごみ袋

0.99%
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エ．③地区（学生マンション）組成調査結果詳細

図 10 組成調査結果（③地区 学生マンション）

割合

金属 1 金属 17.32%

ガラス 2 ガラス 9.32%

陶器 3 陶器 30.06%

蛍光灯 4 蛍光灯 1.94%

小型家電 5 小型家電 14.73%

有害物 6 有害物 0.05%

7 生ごみ 0.00%

8 プラスチック製品① 0.00%

9 プラスチック製品② 8.06%

10 その他もえるごみ 12.78%

11 紙類 0.60%

12 ペットボトル 0.00%

13 プラスチック製容器包装 0.04%

14 布類 2.32%

15 空き瓶 0.85%

16 空き缶 0.83%

17 スプレー缶 0.11%

18 電池類 0.13%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.86%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

種類

もえるごみ

資源

合計

金属

17.32%

ガラス

9.32%

陶器

30.06%

蛍光灯

1.94%

小型家電

14.73%

有害物

0.05%

生ごみ

0.00%

プラスチック製品①

0.00%

プラスチック製品②

8.06%

その他もえるごみ

12.78%

紙類

0.60%

ペットボトル

0.00%

プラスチック製容器包装

0.04%

布類

2.32%

空き瓶

0.85%

空き缶

0.83%

スプレー缶

0.11%
電池類

0.13%

指定ごみ袋

0.86%
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オ．④地区（長久手東部の住宅）組成調査結果詳細

図 11 組成調査結果（④地区 長久手東部の住宅）

割合

金属 1 金属 20.32%

ガラス 2 ガラス 7.29%

陶器 3 陶器 29.61%

蛍光灯 4 蛍光灯 0.80%

小型家電 5 小型家電 8.12%

有害物 6 有害物 1.58%

7 生ごみ 0.37%

8 プラスチック製品① 0.00%

9 プラスチック製品② 15.92%

10 その他もえるごみ 5.65%

11 紙類 0.85%

12 ペットボトル 0.00%

13 プラスチック製容器包装 0.29%

14 布類 0.26%

15 空き瓶 4.36%

16 空き缶 3.46%

17 スプレー缶 0.33%

18 電池類 0.13%

指定ごみ袋 19 指定ごみ袋 0.66%

100.00%

※プラスチック製品①：国による特定プラスチック製品（１２品目）、プラスチック製品②：①以外

種類

もえるごみ

資源

合計

金属

20.32%

ガラス

7.29%

陶器

29.61%

蛍光灯

0.80%

小型家電

8.12%

有害物

1.58%

生ごみ

0.37%

プラスチック製品①

0.00%

プラスチック製品②

15.92%

その他もえるごみ

5.65%

紙類

0.85%

ペットボトル

0.00%

プラスチック製容器包装

0.29%

布類

0.26%

空き瓶

4.36%

空き缶

3.46%

スプレー缶

0.33%
電池類

0.13%

指定ごみ袋

0.66%
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参考資料３ ごみ減量目標の試算
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①ごみ収集車両の増車(令和５年度実施済）
取組の効果

②拠点回収用ごみボックスの貸与(令和４年度実施済）
取組の効果

③プラスチック製容器包装の毎週回収
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 2.0 g/人日
項目2 プラスチック製容器包装 項目２の排出量の増減 + 2.0 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 10.9 ％

③混入量推計値 43.4 g/人日

④協力率 4.6 %

もえるごみ減量値 2.0 g/人日

④ペットボトルの月２回回収通年化
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 0.7 g/人日
項目2 ペットボトル 項目２の排出量の増減 + 0.7 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 1.0 ％

③混入量推計値 4.0 g/人日

④協力率 18.5 %

もえるごみ減量値 0.7 g/人日

⑤古紙の月２回回収
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 2.7 g/人日
項目2 古紙 項目２の排出量の増減 + 2.7 g/人日

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 16.0 ％

③混入量推計値 63.7 g/人日

④協力率 4.2 %

もえるごみ減量値 2.7 g/人日③×④
※R4市民アンケ―トで新聞、雑誌、図書類、段ボールの主な排出先が「市の収集、集団回収、ながくてエコハウスに出す」と回答した90％以外の10%

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（紙類）

①×②

アンケート回収率42%×市の収集等に出す人以外※10%

アンケート回収率42%×分別をきちんと守っている人以外※44%

③×④

※R4市民アンケ―トでごみ分別を「きちんと守っている」と答えた人56％以外の44％

①×②

アンケート回収率42%×市の収集等に出す人以外※の11％

③×④

※R4市民アンケ―トでプラスチック製容器包装の主な排出先が「市の収集、ながくてエコハウス等に出す」と回答した89％以外の11%

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

設定根拠

収集時間の短縮

収集時間の短縮、鳥獣害対策、ごみの散乱防止

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（プラスチック製容器包装（ペットボトルを除く））

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（ペットボトル）

①×②
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⑥プラスチック製容器包装の指定袋Mサイズ新設
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 0.7 g/人日
項目2 プラスチック製容器包装 項目２の排出量の増減 + 0.7 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 10.9 ％

③混入量推計値 43.4 g/人日

④協力率 32.8 %

⑤収集増加率 5.0 %

もえるごみ減量値 0.7 g/人日

⑦紙おむつの指定ごみ袋新設
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 0.4 g/人日
項目2 紙おむつ 項目２の排出量の増減 + 0.4 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 2.2 ％

③混入量推計値 8.8 g/人日

④協力率 4.2 %

もえるごみ減量値 0.4 g/人日

⑧分別回収品目の細分化
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 + 0.0 g/人日
項目2 もえないごみ 項目２の排出量の増減 + 0.0 g/人日

※いずれも混入量が少ないため０g/人日とする

※現在もえるごみとして排出されている紙おむつは上記の量の資源化を目標とし、今後の高齢化に伴う増加量はできる限り資源化

されると仮定する。

資源化の促進、もえるごみの減量

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（紙おむつ）

①×②

アンケート回収率42%×１0％資源化を目標とする

③×④

①×②

アンケート回収率42%×市の収集に出す人78%

混入率を5%削減と仮定する

③×④×⑤

※R4市民アンケ―トでプラスチック製容器包装の主な排出先が「市の収集に出す」と回答した78％

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（プラスチック製容器包装（ペットボトルを除く））
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⑨資源回収拠点の増設
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 8.1 g/人日
項目2 もえないごみ 項目２の排出量の増減 - 0.8 g/人日
項目3 びん 項目３の排出量の増減 + 0.1 g/人日
項目4 かん 項目４の排出量の増減 + 0.2 g/人日
項目5 ペットボトル 項目５の排出量の増減 + 0.3 g/人日
項目6 古紙 項目６の排出量の増減 + 4.0 g/人日
項目7 古着・古布 項目７の排出量の増減 + 1.0 g/人日
項目8 プラスチック製容器包装 項目８の排出量の増減 + 2.7 g/人日
項目9 小型家電 項目９の排出量の増減 + 0.6 g/人日
↓もえるごみ減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 32.1 ％

③排出量推計値 127.8 g/人日

④協力率 6.3 %

もえるごみ減量値 8.1 g/人日

資源内訳 設定根拠 混入率 数値 単位

びん R4組成調査結果 0.1% 0.0 g/人日

かん R4組成調査結果 0.2% 0.1 g/人日

ペットボトル R4組成調査結果 1.0% 0.3 g/人日

古紙 R4組成調査結果 16.0% 4.0 g/人日

古着・古布 R4組成調査結果 3.9% 1.0 g/人日

プラスチック製容器包装 R4組成調査結果 10.9% 2.7 g/人日

↓もえないごみ減量の算定

項目 数値 単位

①もえないごみ量 14 g/人日

②混入率 27.1 ％

③排出量推計値 3.8 g/人日

④協力率 21.0 %

もえないごみ減量値 0.8 g/人日

資源内訳 設定根拠 混入率 数値 単位

びん R4組成調査結果 1.5% 0.1 g/人日

かん R4組成調査結果 1.1% 0.1 g/人日

ペットボトル R4組成調査結果 0.0% 0.0 g/人日

古紙 R4組成調査結果 0.7% 0.0 g/人日

古着・古布 R4組成調査結果 0.8% 0.0 g/人日

プラスチック製容器包装 R4組成調査結果 0.2% 0.0 g/人日

小型家電 R4組成調査結果 22.8% 0.6 g/人日

⑩ペットボトルの水平リサイクル（令和５年度実施済）

取組の効果

①×②

アンケート回収率42%×５0%資源化を目標とする

③×④

資源化の促進、CO2削減、資源分別意識向上

①×②

アンケート回収率42%×15%資源化を目標とする

③×④

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果 資源の合計

資源化の促進、もえるごみの減量、利便性向上、資源分別意識向上

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果 資源の合計
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⑪プラスチック一括回収の検討

取組の効果

項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 3.0 g/人日
項目2 もえないごみ 項目２の排出量の増減 - 0.2
項目3 プラスチック製品 項目３の排出量の増減 + 2.2 g/人日
項目4 プラスチック製容器包装 項目４の排出量の増減 + 1.0 g/人日
↓もえるごみ中のプラスチック製品減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 6.4 ％

③排出量推計値 25.5 g/人日

④協力率 8.0 %

もえるごみ減量値 2.0 g/人日

↓一括回収に伴い増加するプラ製容器包装

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 10.9 ％

③排出量推計値 43.4 g/人日

④協力率 2.1 %

もえるごみ減量値 1.0 g/人日

↓もえないごみ中のプラスチック製品減量の算定

項目 数値 単位

①もえないごみ量 14 g/人日

②混入率 15.6 ％

③排出量推計値 2.2 g/人日

④協力率 8.0 %

もえないごみ減量値 0.2 g/人日

⑫剪定枝リサイクルの検討
取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 0.1 g/人日
項目2 剪定枝 項目２の排出量の増減 + 0.1 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②混入率 1.4 ％

③排出量推計値 5.6 g/人日

④協力率 2.1 %

もえるごみ減量値 0.1 g/人日

①×②

アンケート回収率42%×5%資源化を目標とする

③×④

③×④

※R4市民アンケ―トでプラスチックごみ削減にはプラスチック製容器包装以外のプラスチックの分別回収が必要、と答えた人１９％

もえるごみの減量、資源化の促進

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果(木・草類）

※R4市民アンケ―トでプラスチックごみ削減にはプラスチック製容器包装以外のプラスチックの分別回収が必要、と答えた人１９％

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果(プラスチック製品）

①×②

アンケート回収率42%×プラスチック製品の回収が必要と考える人※19%

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（プラスチック製容器包装（ペットボトルを除く））

①×②

アンケート回収率42%×５％資源化と仮定

③×④　小数点切り上げ

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

R4組成調査結果（プラスチック製品）

①×②

アンケート回収率42%×プラスチック製品の回収が必要と考える人※19%

③×④

※R4市民アンケ―トでプラスチックごみ削減にはプラスチック製容器包装以外のプラスチックの分別回収が必要、と答えた人１９％

もえるごみ減量、資源化の促進、CO2削減、資源分別意識向上

設定根拠
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※「⑰事業者を対象とした指導・啓発の実施」は事業系ごみが対象となるため、試算しない。

※「⑲事業所における食品ロス削減の推進」は事業系ごみが対象となるため、試算しない。

⑬広報ながくて特集記事の掲載
⑭「ながくてごみ減量化通信」の発行
⑮環境教育の実施
⑯説明会、出前講座の実施

取組の効果
項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 22.1 g/人日
項目2 もえないごみ 項目２の排出量の増減 - 1.0 g/人日
項目3 粗大ごみ 項目３の排出量の増減 - 1.0 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量（収集） 398 g/人日

②削減率 15 %

③協力率 37.0 %

もえるごみ減量値 22.1 g/人日

項目 数値 単位

①もえないごみ量 14 g/人日

②削減率 15 %

③協力率 37.0 %

もえないごみ減量値 1.0 g/人日

項目 数値 単位

①粗大ごみ量 6 g/人日

②削減率 15 %

③協力率 37.0 %

もえないごみ減量値 1.0 g/人日

ごみの減量、資源化の意識向上・啓発、情報提供

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

15%削減を目指す

アンケート回収率42%×ごみ問題に関心がある人※88％

①×②×③　小数点切り上げ

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

15%削減を目指す

15%削減を目指す

アンケート回収率42%×ごみ問題に関心がある人※88％

①×②×③

※R4市民アンケ―トでごみやリサイクルに「関心がある」と回答した８８%

設定根拠

現状のまま推移した場合の目標年度排出量推計値

アンケート回収率42%×ごみ問題に関心がある人※88％

①×②×③　小数点切り上げ

⑱家庭系食品ロス削減の推進

取組の効果

項目1 もえるごみ 項目１の排出量の増減 - 3.3 g/人日
↓減量の算定

項目 数値 単位

①もえるごみ量 386 g/人日

②食品ロス量目標値 54 g/人日

③食品ロス割合 14 %

④食品ロス量 76 g/人日

⑤減量分 ④－② 22 g/人日

⑥協力率 15.1 %

もえるごみ減量値 3.3 g/人日

②÷①(R15食品ロス目標割合）

R4年度食品ロス量

アンケート回収率42%×食品ロス問題をよく知っている人※36％

⑤×⑥

※R4市民アンケ―トで食品ロス問題を「よく知っている」「ある程度知っている」と答えた人９３％

ごみの減量、CO2削減

設定根拠

R15もえるごみ量目標値

R15食品ロス削減推進計画目標値


